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大
阪
湾
岸
新
田
地
帯
の
近
代

ー
尼
崎
沿
岸
部
を
中
心
に
｜

回

は
じ
め
に

本
論
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
地
域
社
会
構
造
の
歴
史
的
展
開
過
程
を
解
明
す

る
作
業
の

一
環
と
し
て
、
近
世
に
大
阪
湾
岸
に
形
成
さ
れ
た
新
団
地
帯
に
お
い
て
、

近
代
に
阪
神
工
業
地
帯
が
成
立
し
て
ゆ
く
過
程
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体

的
な
素
材
と
し
て
尼
崎
沿
岸
部
（
兵
庫
県
川
辺
郡
）
を
取
り
上
げ
、
新
田
と
い
う
閥

発
の
産
物
と
し
て
の
農
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
特
有
の
社
会
関
係
、
す
な

わ
ち
資
本
投
下
と
労
働
力
提
供
を
基
礎
に
形
成
さ
れ
て
き
た
社
会
関
係
を
、
近
世
・

近
代
尼
崎
地
域
の
成
り
立
ち
と
関
わ
ら
せ
な
が
ら
把
握
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

従
来
、
大
阪
湾
岸
新
田
地
帯
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
農
民
運
動
史
、
地
主
制
、
永

小
作
権
を
め
ぐ
る
法
社
会
学
、
都
市
形
成
史
と
い
っ
た
多
様
な
視
角
か
ら
そ
の
歴

史
の
解
明
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
各
々
の
研
究
は
、
戦
後
社
会
科
学
の
発
展
諸
段

階
ご
と
の
問
題
関
心
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
段
階
で
は
大
阪
湾

岸
の
新
団
地
術
に
お
け
る
歴
史
展
開
の
総
体
に
迫
り
き
れ
て
い
な
い
と
い
う
不
満

を
感
じ
る
。
特
に

（1
）
従
来
、
永
小
作
権
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ

島

克

彦

は
経
済
関
係
と
し
て
の
把
握
に
止
ま
り
、
そ
の
結
果
「
永
小
作
人
」
の
地
域
に
お

け
る
具
体
的
な
存
在
形
態
に
注
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と

（
2
）
前
近
代

以
来
、
新
団
地
帯
に
形
成
さ
れ
て
き
た
社
会
関
係
が
、
工
業
化
や
土
地
会
社

（近

代
的
資
本
）
に
よ
る
工
場
地
帯
形
成
と
関
連
さ
せ
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
こ
と
、
の

二
点
に
問
題
が
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
は
、
尼
崎
沿
岸
部
を
素
材
と
す
る
先
行
研

究
に
も
共
通
す
ね
。
つ
ま
り
従
来
の
研
究
は
、
永
小
作
権
と
い
う
土
地
の
権
利
関

係
を
、
地
域
の
社
会
構
造

・
社
会
関
係
と
関
連
さ
せ
て
理
解
す
る
と
い
う
面
で
課

題
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
近
年
の
近
世
地
域
社
会
史
研
究
で
は
、
新
田
分
析
の
視
点
・
方
法

が
新
し
く
示
さ
れ
て
い
る
。
町
田
哲
は
朝
尾
直
弘
の
研
究
を
、
新
国
を
め
ぐ
る
さ

ま
ざ
ま
な
社
会
関
係
を
ト
ー
タ
ル
に
把
握
す
る
視
点
に
立
つ
も
の
と
再
評
価
し
た
。

町
田
は
こ
う
し
た
理
解
に
基
づ
き
、
泉
州
坂
本
新
田
の
開
発
と
展
開
を
、
開
発
者

に
よ
る
土
地
所
有
に
規
定
さ
れ
た
社
会
関
係
を
軸
と
し
て
解
明
し
た
。
本
論
で
取

り
扱
う
素
材
は
近
世
村
落
構
造
分
析
の
手
法
が
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
対
象
で
は

な
い
が
、
町
田
が
示
し
た
視
点
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
欠
け
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
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研究議文

表 1 尼崎沿岸部の新田

新国の名称 開発の経線など 高入れ 明治22年の所有者

新城屋新田 正徳年間、新減産五郎右衛門・椛布衛門兄弟（伊丹の 事保元／145.984石 ~リツ／本咲利一郎
酒造業者）により開発。正徳6には新城屋新田での酒造
も認可。文政期、泉屋利兵衛に売却。

来高洲・西高洲新地 I東・i'!iJI凋和期、尼崎議による埋め立て。しかし安永3 [JP:・西］＇安永6／約50町。 ［東］：本咲利一郎

年の高潮で荒れ所に。尼崎滞、尼崎惣町に新地下げ渡 天保91こは60.36石
し、新畑として開発を命ず。天明4、尼崎藩から身元相応

な町人10人に銀120貫目で下げ渡し。党政3、再ぴ潮入り。
[fi］秋岡治!lll作／i自殺、 （：lf!］を再開発、 ［fi］を荒れ地のまま放置→古革命

令あるも難渋、吉年に返上。天保JPJに再開発か。 橋本新右衛門

大高洲新田 経線は未詳。文久3、詩書が砲台を終lll 事~永4 祐野平次郎

東浜新田 開発の経緯未詳。 明和2 亀井吟平

西御見立新田
ilr永年間、道:tr:・J在新邸などの同意を得て蓬川下流の 文久元／10.761石 左八自II兵衛
l箆床場を開発（菟原郡三条村・左八郎兵衛ら）

初島新田 正徳・事保年間に開発 事保9／天保9には200石 巽リツ／本咲利一郎

『尼崎市史j第2巻、『尼崎地域史事典j、土地台帳により作成。

図1 尼崎沿岸部の新国 大日本帝国陸地測批部が1909年にiUll図した地形図に加筆して作成。
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以
上
を
踏
ま
え
、
本
論
の
視
点
を
次
の
よ
う
に
設
定
す
る
。
第

一
に
、
近
世
に

お
け
る
新
田
の
開
発
と
経
営
を
め
ぐ
る
社
会
関
係
を
、
特
に
尼
崎
城
下
町
の
町
人

資
本
と
「
下
作
人
」
と
の
関
係
を
軸
に
把
握
す
る
。
第
二
に
、
こ
の
社
会
関
係
の

近
代
に
お
け
る
展
開
を
①
地
租
改
正
か
ら
民
法
制
定
に
至
る
、
近
代
的
土
地
所
有

権
の
確
立
が
尼
崎
の
新
田
地
帯
で
は
い
か
な
る
形
態
で
実
現
し
、
そ
れ
は
上
記
社

会
関
係
に
ど
の
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
か
②
近
代
的
産
業
資
本
の
確
立
過

程
に
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
く
か
、

の
二
局
面
に
お
い
て
解
明
す
る
。
第
三
に
、
こ

れ
ら
の

一
貫
し
た
歴
史
過
程
を
、
尼
崎
町
と
そ
の
沿
岸
部
と
い
う
個
性
を
持
っ
た

一
地
域
に
即
し
て
解
明
す
る
。

近
世
に
お
け
る
新
田
の
経
営
と
尼
崎
城
下
町

本
論
の
対
象
で
あ
る
川
辺
郡
尼
崎
町
沿
岸
部
の
、
近
世
に
お
け
る
開
発
の
経
線

や
所
有
関
係
を
表
1
に
整
理
し
た
。
開
発
の
経
緯
が
不
明
な
場
合
も
少
な
く
な
い

が
、
本
論
で
強
調
し
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
新
田
の
開
発
と
経
営
が
、
尼
崎
城
下
町

の
成
り
立
ち
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
以
下
で
は
こ
の

点
を
念
頭
に
、
個
々
の
論
点
に
つ
い
て
理
解
を
掘
り
下
げ
て
み
よ
う
。

大阪湾岸新田地帯の近代〔島田〕

第

一
に
、
町
人
資
本
に
よ
る
新
田
へ
の
関
与
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
新

城
屋
新
田
は
正
徳
年
間
に
伊
丹
の
酒
造
業
者
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
が
、
文
政
期

に
泉
屋
利
兵
衛
（
本
咲
家
）
に
売
却
さ
れ
た
。
ま
た
天
明
四
年
に
尼
崎
務
か
ら
東
・

西
高
洲
新
地
の
下
げ
渡
し
を
受
け
た
の
は
身
元
相
応
と
さ
れ
た
町
人
一

O
人
で
あ

っ
た
が
、
泉
屋
は
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る

（表
2
）
。
泉
屋
は
城
下
を
代
表
す
る
両

替
商
と
し
て
中
在
家
町
・
築
地

・
宮
町
に
加
え
、
大
坂
に
も
拠
点
を
有
す
る
豪
商

で
あ
っ
た
。
泉
屋
は
財
力
を
背
景
に
尼
崎
藩
の
掛
屋
を
務
め
、
銀
札
の
発
行
に
も

関
与
し
た
。
泉
屋
は
近
世
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
新
城
屋
新
田
の
他
、
武
庫
郡

沿
岸
部
新
田
の
集
積
を
進
め
、
こ
れ
ら
を
質
物
と
し
て
借
銀
を
す
る
と
い
っ
た
経

済
活
動
を
行
っ
て
い
た
。

新
国
経
営
に
関
与
し
た
町
人
資
本
と
し
て
、
大
坂
釣
鐘
町
の
嶋
屋
利
右
衛
門
に

も
触
れ
て
お
き
た
い
。
泉
屋
と
姻
戚
関
係
に
あ
る
川
辺
郡
寺
本
村
の
前
回
宗
五
郎

た
り
、
借
銀
の
た
め
の
質
物
と
し
て
新
城
屋
新

家
に
伝
わ
っ
た
文
容
に
よ
る
と
、
泉
屋
は
天
保
二
年
（

一
八
三
一
）

か
ら
数
回
に
わ

田
を
銀
主
に
差
し
入
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
平

野
屋
六
兵
衛
名
義
の
借
り
入
れ
に
つ
い
て
は
平

野
屋
惣
兵
衛
と
前
田
良
蔵
が
共
同
で
出
資
し
、

天
保
九
年
に
泉
屋
と
嶋
屋
に
貸
し
付
け
た
も
の

で
あ
っ
た
。
前
国
家
と
泉
屋
・
嶋
屋
は
尼
崎
務

や
岸
和
国
務
、
旗
本
保
科
氏
な
ど
へ
の
貸
し
付

け
で
も
連
携
関
係
に
あ
っ
か
｝。

そ
し
て
嶋
屋
は

近
世
中
・
後
期
に
お
い
て
、
新
城
屋
新
回
東
島

の
所
有
者
と
し
て
、
ま
た
武
庫
郡
沿
岸
部
の
新

ば田
文を
書泉
に屋
登と
場 折
す半
るB所
。 有

っす
まる
り者
こと
こし
か て
らし

ば
大し

坂

・
尼
崎
城
下
・
伊
丹
を
結
ぶ
金
融
資
本
の
連

携
関
係
が
浮
上
す
る
が
、
新
田
は
そ
の
物
質
的

媒
介
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

表2東・西高洲新地の地主（寛政4年）

宮町 油屋消八油屋太郎兵衛

中在家町 鯛屋与右衛門泉屋利兵衛梶ノ久左衛門

築地町 制屋伊左衛門 rrt1屋幸右術門 明石屋伊兵衛明石康宗兵衛

別所町 船産伊兵衛

大物町 小浜屋源右衛門 野村屋伊右衛門

「高洲新地地主名前弁ニ月幣」（寛政4年。尼崎市教育委員会所蔵）より作成。

『尼崎市史』第6巻を参照。

-35一



研究鎗文

第
二
に
、
東
・
西
高
洲
新
地
を
素
材
に
、

「
下
作
人
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

明
和
期
に
尼
崎
藩
は
新
城
屋
新
田
の
地
先
を
開
発
し
よ
う
と
し
た
が
高
潮
の
た
め

に
荒
れ
所
と
な
り
、

「
尼
崎
惣
町
」
に
こ
の
新
地
を
引
き
渡
し
た
。
し
か
し
惣
町

も
難
儀
し
た
た
め
、
天
明
四
年
に
身
元
相
応
の
町
人

一
O
人
を
選
、
ぴ
、
銀

一
一
一O

貫
目
の
上
納
を
命
じ
て
下
げ
渡
し
た
の
で
あ
る
。

東
西
高
洲
新
地
に
つ
い
て
は
、
下
作
人
の
書
き
上
げ
が
残
っ
て
い
る
（
表
3
）。

下
作
人
に
は
出
自
が
不
明
の
者
が
多
い
が
、
そ
の
手
が
か
り
を
幕
末
の
中
在
家
町

か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
慶
応
二
年
の
中
在
家
町
復
元
絵
図
か
ら
、
土
地
区
画

ご
と
に
土
地
を
所
持
し
て
い
る
者
の
屋
号
・
名
前
・
間
口
と
奥
行
き
が
明
ら
か
に

な
る
。
新
地
下
作
人
の
う
ち
、
屋
号
と
名
前
が

一
致
す
る
者
と
し
て
北
方
屋
惣
助

ら
が
挙
げ
ら
れ
硲
。
こ
の
他
、
新
田
屋
・
碇
屋
な
ど
屋
号
が
一
致
す
る
場
合
も
あ

る
。
中
在
家
町
は
魚
問
屋
を
は
じ
め
と
す
る
商
工
業
者
が
集
住
す
る
地
域
で
あ
り
、

下
作
人
に
も
そ
の
よ
う
な
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

高
洲
新
地
に
は
会
所
が
設
け
ら
れ
、
町
人

一
O
人
が
月
番
で
御
用
を
務
め
、
支

配
人
を
置
い
て
執
務
さ
せ
た
。
史
料
に
は
支
配
人
と
し
て
鳴
尾
屋
藤
兵
衛
の
名
前

が
見
ら
れ
る
。
東
高
洲
新
地
の
名
寄
せ
を
行
う
と
、
鳴
尾
屋
は
宛
地
面
積
が
最
大

と
な
る
。
支
配
人
は
有
力
な
下
作
人
か
ら
選
任
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
城
下
町
形
成
と
中
在
家
町
の
空
間
構
造
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

近
世
初
期
、

戸
田
氏
の
尼
崎
務
時
代

（一

六
一
七
｜
三
五
年
）
に
は
尼
崎
城
の
築
造

と
城
下
町
の
建
設
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
城
郭
東
方
に
は
中
世
以
来
の
五
町
（
大
物

町
・
辰
巳
町

・風
呂
辻
町
・
市
庭
町
・
別
所
町
）
が
存
在
し
て
い
た
が
、
戸
田
氏
の
時

代
に
城
郭
建
設
の
た
め
に
民
家
を
移
転
さ
せ
、
城
郭
西
側
の
砂
地
を
替
地
と
し
て

東・西高洲新地の下作人

行燈屋治郎兵衛生鳥屋治兵衛伊丹屋与十郎字問屋吉兵衛宇陀屋藤兵衛

尾張屋普七飽屋嘉兵衛悠庭伊兵衛岸田屋藤兵衛北村彦兵衛

表3

油屋市右衛門来高洲新地

大垣屡伊兵衛

久下屋儀兵衛椛屋字兵衛企埜星主基盤才賀屋儀兵衛猿屋字右衛門木屋庄左衛門

三田屋徳兵衛塩屋源兵衛塩屋弥七白銀屋藤兵衛新回展嘉兵衛畳屋平兵衛

玉屋喜八樽屋市右衛門 ？吉松屋久四郎 1d松屋仁兵衛車場屋吉右衛門名塩屋太郎右衛門

灘屋新兵衛七ツ松屋宇兵衛七ツ松屋徳治郎七ツ松屋徳兵衛鍋屋甚右衛門鳴尾屋元治郎

鳴尾屋藤兵衛難波屋喜兵衛難波屋作兵衛鼠屋イ山治虫［I 鼠屋伝兵衛野問屋1£!厳

日主屋吉兵衛深江屋久兵衛牧屋仁兵衛樋口屋九郎右衛門野問屋ふさ畑中屋新七

際屋太右衛門

大垣届伊兵衛大坂屋宗人

尾張屋喜兵衛尾張屋普兵衛鹿島屋宗三店II小林屋宇兵衛小林屋太右衛門小部屋市右衛l"l

小部屋市郎兵衛小部屋久兵衛鴛屋太助総喉屋孫右衛門新問屋嘉兵衛竹屋喜兵衛

大島屋i原兵衛泉屋忠七泉昼弥兵衛破屋市治虫II碇屋助次郎四百五洲新地

竹屋太兵衛竹屋治兵衛樽屋消兵衛樽屋安兵衛丹後慶治兵衛塚口屋久兵衛津山屋l吟兵衛

長洲屋i原右衛門灘屋伊兵衛難波屋治兵衛鼠屋伝兵衛野問屋ふさ八反屋庄兵衛

八反屋治兵衛半屋嘉右衛門半屋嘉兵衛半役消右衛門北方屋宗助牧屋仁兵衛

松屋惣兵衛丸屋久兵衛餅屋平右衛門大和屋佐右衛門山本屋庄兵衛山本屋与三郎
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与
え
た
。
こ
の
場
所
に
建
設
さ
れ
た
の
が
中
在
家
町
と
宮
町
で
あ
る
。
両
町
は
大

坂
と
西
宮
を
結
ぶ
往
還
筋
（中
国
街
道
）
を
南
北
に
挟
ん
で
相
対
す
る
。
ま
た
築
城
に

伴
い
、
往
還
筋
を
城
郭
南
側
地
先
の
鹿
島
と
小
島
を
通
し
て
迂
回
さ
せ
る
工
事
と

こ
の
新
街
道
筋
の
町
制
り
が
戸
田
氏
の
時
代
に
行
わ
れ
、
続
く
青
山
氏
の
時
代
に

町
場
化
が
本
格
的
に
進
ん
だ

三
六
三
五
年
か
ら
六
五
年
ま
で
の
間
）。

こ
こ
に
形
成
さ

れ
た
の
が
築
地
町
で
あ
れ
）。

こ
れ
ら
新
し
い
町
の
建
設
に
よ
っ
て
、
尼
崎
の
城
下

町
が
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
城
下
町
形
成
の
経
緯
を
ふ
ま
え
て
表
2
を

見
る
と
、
東
西
高
洲
新
地
の
下
げ
渡
し
を
受
け
た

一
O
人
の
町
人
は
、
城
下
一
般

と
い
う
よ
り
は
、
近
世
に
建
設
さ
れ
た
新
し
い
町
に
比
重
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
中
在
家
町
の
空
間
構
成
に
も
踏
み
込
ん
で
み
た
い
。
建
設
当
時
の
中
在

家
町
は
、
往
還
筋
の
南
に
作
ら
れ
た
＝
一
筋
の
東
西
路
と
、
七
筋
の
南
北
路
に
よ
っ

て
区
画
が
形
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
先
に
見
た
慶
応
二
年
の
復
元
図
に
よ

る
と
、
往
還
筋
か
ら
浜
手
側
に
向
か
っ
て
中
・
浜

・
大
浜
の
三
筋
に
加
え
、
川
端

筋

・
新
川
端
筋
が
存
在
し
、
浜
手
へ
向
け
て
区
画
の
細
分
化
が
認
め
ら
れ
る
。
近

世
に
お
い
て
中
在
家
町
は
、
狭
小
な
区
画
を
も
っ
新
し
い
裏
通
り
を
形
成
し
な
が

ら
、
浜
手
側
へ
膨
張
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
往
還
筋
に
而
し
た
区
画
を
所
持

大阪湾岸新団地術の近代〔島田〕

し
て
い
る
の
は
泉
屋
利
兵
衛
を
は
じ
め
、
肥
料
商
の
梶
久
右
衛
門
、
酒
造
な
ど
を
営

ん
だ
鉛
屋
治
左
衛
門
（
秋
岡
家
）
な
ど
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
の
所
持
地
は
区
画
が
大

き
く
、
し
か
も
複
数
区
画
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
中
筋
以
南
の
浜
手
側

に
は
下
作
人
た
ち
の
土
地
所
持
が
確
認
さ
れ
る
。
か
れ
ら
の
所
持
す
る
区
画
は
狭

小
か
っ
不
規
則
で
、
往
還
筋
の
区
画
と
対
照
的
で
あ
る
（
た
だ
し
複
数
区
画
を
所
持
す

る
者
は
存
在
す
る
）。

こ
う
し
た
中
在
家
町
の
空
間
構
成
は
、
高
洲
新
地
の
経
営
を
命

じ
ら
れ
た
有
力
町
人
と
下
作
人
の
関
係
と
重
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
四
に
、
新
田
の
経
営
と
、
そ
の
中
で
の
下
作
人
の
役
割
に
つ
い
て
、
東
高
洲

新
地
を
事
例
に
考
察
し
て
お
き
た
い
。
文
政
六
年
九
月
、

「
百
姓
惣
代
」
九
名
か

ら
「
御
地
主
衆
中
様
」
に
宛
て
、
年
貢
を
皆
無
同
様
と
し
て
欲
し
い
旨
の
願
書
が

差
し
曲
さ
れ
て
い
る
。
要
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
今
夏
の
綿
作
は
干
魅
の
た

め
難
儀
し
た
。
②
近
年
、
照
り
続
き
の
年
に
は
神
崎
川

・
左
門
殿
川
か
ら
樋
門
を

通
じ
て
日
を
限
っ
て
取
水
し
、
井
路
筋
を
満
水
に
す
る
こ
と
で
逆
潮
や
塩
分
の
畑

へ
の
侵
入
を
防
い
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
年
は
、
六
月
土
用
前
後
か
ら
本
田
村
々

が
辰
己
堰

（辰
巳
町
付
近
の
堪
か
）
か
ら
取
水
す
る
の
で
、
そ
の
時
期
ま
で
は
当
新

回
で
も
取
水
で
き
る
。
③
し
か
し
当
年
は
夏
作
植
付
け
以
来
の
日
照
り
で
あ
り
、

五
月
に
本
田
村
が
稲
を
植
付
け
る
以
前
か
ら
辰
己
堰
か
ら
取
水
し
よ
う
と
し
た
が
、

水
は
全
く
下
っ
て
来
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
本
田
の
用
水
と
井
関
に
関
わ
る
こ
と

ゆ
え
、
差
し
支
え
を
申
し
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
＠
尿

・
干
鰯
も
汐
が
上
が

っ
た
土
地
で
は
効
果
が
少
な
い
。
小
前
は
干
鰯
代
金
を
延
倍
し
て
い
る
が
、
収
穫

が
な
い
た
め
返
済
の
目
処
が
立
た
な
い
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
年
貢
を
皆
無
同
様

と
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
例
か
ら
、
東
高
洲
新
地
の
経

営
を
め
ぐ
り
次
の
論
点
が
導
か
れ
る
。
第

一
に
願
い
出
た
百
姓
惣
代
九
名
の
う
ち

一
名
を
除
く
者
た
ち
は
、
下
作
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
第
二
に
新
地
で

は
農
業
生
産
が
行
わ
れ
、
川
か
ら
の
取
水
や
井
関
の
使
用
を
め
ぐ
っ
て
上
流
本
田

村
と
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
東
高
洲

新
地
で
の
水
利
用
は
瀧
瓶
で
は
な
く
、
海
辺
の
新
田
へ
の
塩
害
を
防
ぐ
こ
と
が
目

的
で
あ
っ
た
。
尿
と
干
鰯
を
用
い
る
綿
作
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
必
ず
し
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も
有
利
な
条
件
下
で
の
生
産
と
は
い
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

地
主
に
対
し
て
差
し
出
さ
れ
た
願
書
は
、
会
所
に
詰
め
て
い
た
月
番
地
主
の
手

に
よ
っ
て
郡
代
へ
と
伝
え
ら
れ
た
。
同
年
同
月
、
月
番
を
務
め
て
い
た
泉
屋
利
兵

衡
と
支
配
人
藤
兵
衛
が
連
名
で
、
下
作
人
よ
り
難
渋
の
趣
の
訴
え
が
あ
っ
た
の
で
、

年
貢
用
捨
を
願
う
旨
の
届
け
書
が
郡
代
に
宛
て
て
差
し
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
東
高
洲
新
地
の
支
配
は
、
藩
（
郡
代
）

｜
地
主

・
支
配
人
｜
下
作
人
と
い
う
重

層
構
造
を
な
し
て
い
た
。

た
だ
し
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
下
作
人
を
直
接
生
産
者
と
捉
え
る
か
否
か

で
あ
る
。
下
作
人
に
は
中
在
家
町
の
商
工
業
者
と
推
定
さ
れ
る
者
が
少
な
く
な
い
。

こ
こ
で
見
た
「
百
姓
惣
代
」
の
場
合
は
直
接
生
産
に
関
与
し
て
い
た
可
能
性
は
あ

る
が
、
さ
ら
に
小
作
人
が
存
在
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
点
は
明
治

期
に
つ
い
て
も
改
め
て
検
討
す
る
。

永
小
作
権
保
護
請
願

近
世
に
お
い
て
尼
崎
町
沿
岸
部
に
開
発
さ
れ
た
新
団
地
帯
の
近
代
へ
の
展
開
過

程
を
考
察
す
る
上
で
、

一
八
九
九
年

（
明
治

の
永
小
作
権
保
護
請
願
は
広
範

な
論
点
の
集
約
点
に
位
置
す
る
。
以
下
、
請
願
の
趣
旨
と
論
理
を
読
み
解
き
、
そ

こ
か
ら
新
団
地
帯
の
歴
史
展
開
に
迫
っ
て
み
た
い
。

（

1
）
永
小
作
権
保
護
請
願

一
八
九
九
年

一一

月
一
五
日
、
尼
崎
町
の
二
O
六
人
、
神
戸
市
の
二
人
、
大
阪

市
の
二
人
が
連
署
し
、
内
閣
総
理
大
臣
山
県
有
朋
宛
に
「
永
小
作
権
ニ
関
ス
ル
諦

願
書
」
を
提
出
し
た
。
請
願
書
は
、

川
辺
郡
尼
崎
町
沿
岸
部
の
新
田
上
に
存
在
す

る
永
小
作
権
の
保
護
を
求
め
て
い
る
。
前
年
に
施
行
さ
れ
た
民
法
は
、
第
二
百
七

十
八
条
に
お
い
て
永
小
作
権
の
存
続
期
間
を
二
O
年
以
上
五
O
年
以
下
と
定
め
た
。

請
願
書
は
、
民
法
の
規
定
に
よ
っ
て
こ
の
永
小
作
権

（財
産
権
）
を
聾
失
し
た
と
訴

ぇ
、
法
の
修
正
ま
た
は
特
別
法
の
制
定
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
下
、

請
願
書
の
内
容
を
検
討
す
る
。
全
文
を
内
容
か
ら
四
つ
の
部
分
に
分
け

て
考
え
る
。

①
民
法
の
制
定
に
よ
っ
て
、
尼
崎
の
新
田
上
に
存
在
す
る
永
小
作
権
と
い
う
、
永

久
の
財
産
権
を
侵
害
さ
れ
た
。
ゆ
え
に
法
の
修
正
ま
た
は
特
別
法
の
制
定
を
請
願

す
る
。

②
近
世
に
尼
崎
藩
が
新
田
を
開
発
し
、
領
土
の
農
民
に
貸
与
し
た
が
、
塩
害
の
た
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め
に
作
物
の
生
育
に
適
さ
な
か
っ
た
。

こ
の
土
地
で
農
業
生
産
が
可
能
と
な
っ
た

の
は
、
土
砂
の
搬
入
、
塩
分
の
除
去
に
長
年
に
わ
た
っ
て
努
め
た
我
々
の
祖
先

（小

作
人
）
の
辛
苦
の
結
果
に
他
な
ら
な
い
。

③
明
治
維
新
に
伴
っ
て
土
地
の
私
的
な
所
有
権
が
法
的
に
確
立
す
る
に
際
し
、
我
々

は
土
地
を
購
入
す
る
資
力
を
有
さ
ず
、

「地
床
ハ
終
ニ
分
レ
テ
」
地
元
地
主
の
所

有
に
属
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
地
上
に
つ
い
て
は
「
上
砂
」
ま
た
は

「畑
砂
」
と

称
し
、
小
作
人
が
そ
の
所
有
権
を
依
然
と
し
て
保
持
し
続
け
た
。
地
主
（
す
な
わ
ち

地
床
所
有
者
）
は
単
に
地
床
に
対
す
る
権
利
の
み
を
有
し
、
上
砂
所
持
者
か
ら
若
干

の
地
盤
科
を
収
得
す
る
以
外
に
権
利
を
持
た
な
い
。
こ
れ
に
対
し
小
作
人

（す
な
わ

ち
上
砂
所
持
者
）
は、

土
地
の
使
用

・
収
益
・
処
分
の
権
利
を
併
せ
持
ち
、
地
主
の
承

諾
な
し
で
地
目
変
更
や
転
貸
・
小
作
さ
せ
る
自
由
を
持
ち
、

そ
れ
ゆ
え
遠
隔
地
に
居



住
し
な
が
ら
も
権
利
の
行
使
に
差
し
支
え
ず
、
か
え
っ
て
多
く
の
転
貸
小
作
人
を

有
す
る
な
ど
、
あ
た
か
も
純
然
た
る
土
地
所
有
者
と
い
さ
さ
か
も
変
わ
る
と
こ
ろ

が
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
上
砂
所
持
者
が
上
砂
の
売
買
、
譲
与
、

質
入
、
書
入
等
を
希
望
す
る
場
合
は
、

一
般
土
地
所
有
者
同
様
に
町
村
長
の
公
証

を
経
て
自
由
に
行
い
う
る
慣
習
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、

土
地
売
買
価
格
も
、
上
砂
と

地
床
に
は
著
し
い
差
異
が
あ
り
、
例
え
ば
上
砂
一
反
歩
百
円
と
す
る
と
、
地
床
は

三
O
円
程
度
で
あ
る
。
い
か
に
上
砂
所
持
人
の
権
利
が
重
い
か
が
明
ら
か
で
あ
る
。

④
尼
崎
に
お
け
る
新
田
永
小
作
権
は

一
種
の
世
襲
財
産
で
あ
り
、
世
間
で
い
う
と

こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
、
水
小
作
権
と
い
う
、
長
期
の
貸
借
関
係
に
止
ま
る
も
の
と
は
全

く
異
な
る
。
地
床
所
有
者
は
幾
度
も
交
替
し
た
が
、
そ
の
聞
に
地
主
に
よ
っ
て
上

砂
権
の
排
斥
、
売
買
承
諾
の
拒
否
が
な
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
行
為
が
訴
訟
を
引
き
起

こ
す
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
悉
く
上
砂
所
持
人
の
勝
利
に
回
帰
し
た
。

こ
の
よ
う
に
上

砂
権
は
不
可
侵
の
財
産
権
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
民
法
制
定
に
よ
り
そ
の
価
値

が
著
し
く
損
な
わ
れ
、
価
格
が
下
落
し
た
。
そ
の
た
め
、
財
産
織
の
保
障
を
請
願

す
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
が
請
願
書
の
内
容
で
あ
る
。
請
願
書
を
理
解
す
る
ポ
イ
ン
ト
を
、

次
の
ニ
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点
に
求
め
た
い
。

（
a）
永
小
作
権
の
根
拠
と
し
て
、
祖
先
の
「
辛
苦
」
が
明
治

三
二
年
時
点
で
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ど
う
理
解
す
る
か
。

（b
）
永
小
作
権

は
伝
統
社
会
に
起
源
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が、

こ
れ
を
歴
史
的
に
把
握
す
る

必
要
が
あ
る
。
特
に
地
租
改
正
以
降、

請
願
の
時
点
に
至
る
近
代
的
土
地
所
有
権

の
確
立
過
程
で
永
小
作
権
が
い
か
な
る
状
況
に
置
か
れ
た
か
。
以
下
で
は
、
こ
れ

ら
二
点
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
請
願
書
の
論
理
や
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る

新
聞
を
め
ぐ
る
歴
史
展
開
に
つ
い
て
、
請
願
者
が
法
典
調
査
会
に
提
出
し
た
参
考

Am｝
 

資
料
（
表
5
）
も
参
照
し
な
が
ら
検
討
を
加
え
る
。

（2
）
論
点

第

一
に
、
近
世
以
来
の
下
作
人
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
請
願
者
た
ち

（表
4
）

は
近
世
後
期
の

「下
作
人
」
を
系
譜
に
持
つ
人
々
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
近
世

に
お
け
る
新
田
の
経
営
に
つ
い
て
は
、
藩
か
ら
の
払
い
下
げ
等
へ
の
論
及
は
東
西

高
洲
新
地
に
関
す
る
伝
承
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
が
、
全
体
に
近
世
に
対
す
る
理

解
は
漠
然
と
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
「
祖
先
ノ
辛
苦
」
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
開
発
者
の
下
で
開
拓
民
と
し
て
労
働
力

を
投
入
し
、
悪
条
件
下
で
農
業
に
取
り
組
ん
だ
人
々
の
姿
で
あ
る
。

開
発
当
初
の
新
田
に
対
す
る
下
作
人
の
権
利
に
関
す
る
史
料
を
検
討
し
て
お
こ

ぅ
。
文
化
三
年
、
下
作
人
灘
屋
新
兵
衛
は
高
洲
新
地
地
主
中
及
び
支
配
人
藤
兵
衛

（鳴
尾
屡
）
に
一
札
を
差
し
出
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
東
南
洲
新
地
の
う
ち

「ア
印

六
番
」
が
新
兵
衛
に
宛
て
ら
れ
、
検
地
の
結
果
九
畝

一
O
歩
の
面
積
と
さ
れ
た
。

新
兵
衛
は
こ
の
土
地
を
下
作
す
る
わ
け
だ
が
、

「鍬
下
三
年
預
リ
御
用
捨
、
後
三

年
砂
代
と
し
て
前
後
六
ヶ
年
御
用
捻
」
さ
れ
る
こ
と
が

一
札
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。

当
初
三
年
間
は
「
鍬
下
」
す
な
わ
ち
開
墾
の
奨
励
及
び
報
償
と
し
て
、
続
く
三
年

聞
は

「砂
代
」
の
名
義
に
よ
り
、
都
合
六
ヶ
年
年
貢
が
免
除
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

年
貢
納
入
は
「
来
ル
申
年
」
つ
ま
り
文
化
九
年
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
っ
た
。
開
墾

地
に
お
け
る
鍬
下
免
租
は

一
般
に
見
ら
れ
る
が
、
東
高
洲
新
地
の
場
合
は
さ
ら
に

「
砂
代
」
と
し
て
三
年
間
の
年
貢
免
除
が
な
さ
れ
た
。
請
願
書
が
主
張
す
る

「砂
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No. 居所 耳障業 氏名 年号 年月日 商店 No. 居所 職難 氏名 年号 年月日 西暦

107 尼ヶ崎町 食費量 竹llU健三郎 明治 12.12.7 1879 160 尼ヶ崎町 .m監 芦i事弥造 明治 4.11.5 1871 

108 尼ヶ崎町 Q~ 利ft(IJ.吉 慶応 3.11.19 1867 161 尼ヶ崎町 民首長 戎卯之助 Jllj治 4.6.17 1871 

109 尼ク崎町 Q雪量 詠凹松之助 明治 6.4.12 1873 162 尼ヶ崎町 食費量 渡透視、三郎 弘化 4.11.25 1847 

110 尼ヶ崎町 食雪量 林藤吉 明治 4.9.13 1871 163 尼ヶ崎町 雑~ 早崎市松 安政 2.6.16 1855 

111 尼ク崎町 維業 秋開高太郎 明治 7.6.18 1874 164 尼ヶ崎町 良梁 中野政吉 元治 l.J0.12 1864 

112 尼ヶ崎町 綿業 山岡由松 明治 5.10.19 1872 165 尼ヶ崎町 雑業 石岡敬久 芸品永 3.11.JO 1850 

113 尼ヶ崎町 C'.!~ ’E益fil治郎 天保 13.1.l 1842 166 尼ヶ崎町 生魚商 奥図吉右衛門 安政 1.11.4 1854 

114 尼ヶ崎町 農業 華是正n宮車並 安政 1.8.20 1お4 167 尼ヶ崎町 ￥商 門脇福松 明治 2.10.21 1869 

115 尼ヶ崎町 良吉住 秋岡喜八 鶏永 2.9.28 1849 168 尼ヶ崎町 雑業 梶~左衛門 天保 11.5.29 1840 

116 尼ヶ崎町 ！：！~ 野口太三郎 安政 6.5.6 1859 169 尼ヶ崎町 £'k！糸 稲田泌太郎 文久 3.11.14 1863 

117 尼ヶ崎町 農業 梨悶治郎吉 元治 1.5.23 1864 170 尼ヶ崎町 油商 本国熊記智 嘉永 4.10.12 1851 

118 尼ヶ崎町 良型E 依田卯之松 明治 12.4.29 1879 171 尼ヶ崎町 良il'i 稲垣せい 安政 3.113 1お6

119 尼ヶ崎町 荒物商 北方末吉 明治 4.2.l 1871 172 尼ヶ崎町 良!ti 安川徳松 明治 7.10.20 1874 

120 尼ヶ崎町 農業 小j車種逃 明治 6.5.8 1873 173 尼ヶ崎町 Z匝業 木原丑松 明治 3.6.3 1870 

121 尼タ崎町 農業 樫本弥平 文久 2.8.18 1862 174 尼ヶ崎町 Qm  荒井ゆき 天保 3.3.5 1832 

122 尼ヶ崎町 m監 繁益せい 天保 3.9.5 1832 175 尼ヶ崎町 l!'k梁 高岡伊平 文政 11.3.2 1828 

123 尼ヶ崎町 農業 問中市治良II 天保 12.11.11 1841 176 尼ヶ崎町 生1.(l陶 ：語E証真次自11 明治 9.11.4 1876 

124 尼ヶ崎町 J,'tU監 林菊松 明治 2.10.14 1869 177 尼ヶ崎町 舟大工業 浦回醤之助 明治 12.8.10 1879 

125 尼ヶ崎町 £＇！：業 Ill回目長吉 安政 4.1.11 1857 178 尼ヶ崎町 m監 橋回勘次自11 天保 6.3.24 1835 

126 尼ヶ崎町 良雪量 戸井浅吉 慶応 3.5.23 1867 179 尼ヶ崎町 f!•費量 牡丹源三自11 部永 6.11.21 1856 

127 尼ク崎町 －＂！：業 林太平 元治 l.l l.l3 見64 I鈎 尼ヶ崎町 良雪量 由良はる 文久 3.12.25 1863 

128 尼ヶ崎町 良!f 林伊平 議永 2.5.10 1849 181 尼ク崎町 C'.1#1 吉井忠次郎 明治 10.1231 1877 

129 尼ヶ崎町 農業 J限回松蔵 ，＆；永 32.2 1850 182 尼ヶ崎町 農業 梶うの a永 22.8 1849 

130 尼ヶ崎町 農業 北村米吉 明治 10.2.2 1877 183 尼ヶ崎町 農業 平野治平 安政 3.12.11 1856 

131 尼ヶ崎町 J:'!jf 林太吉 誠永 4.9.24 1851 184 尼ヶ崎町 維業 横井政次郎 明治 7.3.23 1874 

132 尼ヶ崎町 CH駐 水re:為臓 安政 5.4.18 1858 185 尼ヶ崎町 民業 秋岡梅太郎 明治 1.7.25 1868 

133 尼ヶ崎町 生魚商 白中甚八 天保 10.10.10 1839 186 尼ヶ崎町 ），~梁 林治三郎 明治 10.2.5 1868 

134 尼ヶ崎町 民事長 吉井市平 弘化 1.4.28 1844 187 尼ヶ崎町 Ck業 繁益九十郎 u,永 2.3.12 1849 

135 尼ヶ崎町 CH長 小川兵五郎 天保 5.10.21 店34 188 尼ヶ崎町 Ck業 小j京九造 明治 8.7.23 1875 

136 尼ヶ崎町 漁業 吉本定吉 天保 12.9.26 1841 189 尼ク崎町 維業 秋岡みつ 天保 72.5 1お6

137 尼ヶ崎町 n官長 山本太吉 Ii応 23.30 1866 190 尼ク崎町 良型E 林ちょ 天保 12.5.15 1841 

138 尼ヶ崎町 SU匙 笹古事菊松 安政 6.6.8 1859 191 尼ヶ崎町 良型住 荒井伊平 文政 9.930 1826 

139 尼ヶ崎町 政梁 矢野彦治郎 明治 8.2.28 1875 192 尼ヶ崎町 農業 林じう 文政 11.10.7 1828 

140 尼ヶ崎町 E主!f 今北平吉 明治 1.8.22 1868 193 尼ヶ崎町 良梁 中野甚蔵 文政 6.1.16 1823 

141 尼ヶ崎町 C'!!lr:i JlJ中治五日11 事h免ι 2.10.7 1849 194 尼ヶ崎町 1品業 烈回卯三郎 明治 7.8.16 1874 

142 尼ヶ崎町 良事長 武悶字之助 安政 6.12.11 1859 195 尼ヶ崎町 股2佐 松本久吉 文久 3.12.21 1863 

143 尼ヶ崎町 £'k業 今中寅吉 天保 8.3.31 1837 196 尼ヶ崎町 生f.(l商 樽谷為三郎 明治 11.5.18 1878 

144 尼ヶ崎町 農業 中川久治郎 安政 1.8.l 1854 197 尼ヶ崎町 賀商 梶政次郎 明治 11.11.11 1878 

145 尼ヶ崎町 農業 宮品嘉十郎 磁永 1.1.15 1848 198 尼ヶ崎町 農業 藤井藤吉 明治 2.1.2 1869 

146 尼ヶ崎町 民衆 梶1百太郎 lit応 2.928 1866 199 尼ヶ崎町 良~ 竹間駒吉 明治 5.J0.25 1872 

147 尼ヶ崎町 .Q業 幽.I*.奥蔵 明治 11.5.14 1878 200 尼ヶ崎町 良業 林寅治郎 明治 10.9.20 18η 

148 尼ヶ崎町 肥料商 奥野庄ヒ 天保 13.9.JI 1842 201 尼ヶ崎町 農業 林鶏平 明治 6.2.1 1873 

149 尼ヶ崎町 米商 木下半三郎 明治 10.9.14 1877 202 尼ヶ崎町 C'.!~駐 武田太三郎 明治 9.8.18 1876 

150 尼ヶ崎町 主t商 八十原松之介 元治 1.1.7 1864 203 尼ヶ崎町 ！）＇~梁 安倉千世 明治 3.4.18 1870 

151 尼ヶ崎町 S主梁 源太辰蔵 安政 3.9.2 1856 204 神戸市 干物商 カH波六兵衛 国語永 6.1.14 1853 

152 尼ヶ崎町 雑業 次山根治郎 明治 9.9.13 1876 205 神戸市 竹材商 久住消兵衛 安政 3.10.3 1856 

153 尼ヶ崎町 農業 策弁種吉 文政 6.821 1823 206 大阪市 無車農業 中川喜街 明治 83.3 1875 

154 尼ク崎町 煙草衡 稲垣治三郎 弘化 1.5.24 1844 207 尼ヶ崎町 農業 磁波藤歳 弘化 1.1.3 1844 

155 尼ヶ崎町 事量費量 三村しげ Hi‘永 3.1.10 1850 208 尼ヶ崎町 良索 林長治郎 明治 8.5.18 1875 

156 尼ヶ崎町 Cl•条 小川栄五郎 第永 4.12.20 1851 2ゆ9 尼ヶ崎町 無職業 吉弘直誠 弘化 3.8.2 1846 

157 尼ヶ崎町 菓子商 大μ永五郎 鶏永 6.4.2活 1853 210 大阪市 弁緩士 横田虎彦 安政 3.12.18 1856 

158 尼ヶ崎町 乾物商 上村消防 弘化 1.10.24 1844 

159 尼ヶ崎町 農業 ~波藤之助 明治 11.12.8 1878 
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表4 永小作権保護請願署名者一覧

No. 居所 厳禁 氏名 年号 年月日 西/If No. 居所 .業 氏名 年号 年月日 西暦

1 尼ヶ崎町 J!'t梁 梅t事常吉 文久 3.2.15 1863 54 尼ヶ崎町 良業 家野弥平 重量永 5.8.21 1852 

2 尼タ崎町 農業 阪本務平 天保 1.4.15 1830 55 尼ヶ崎町 醤油製巡業 大塚由り 明治 5.12.7 1872 

3 尼ヶ崎町 農業 北方惣助 安政 2.6.28 1855 56 尼ヶ崎町 農業 大道丑訟 明治 10.2.4 1877 

4 尼ヶ崎町 £＇！~ 由良熊之助 万延 1.12.13 1860 57 尼ヶ崎町 良・if! 稲田市平 天保 J.3.15 1830 

5 尼ヶ崎町 自足1監 目白見書八 高居永 6.10.18 1853 58 尼ヶ崎町 ~業 稲田徳三郎 安政 2.10.19 1855 

6 尼ヶ崎町 J:i~陸 大~·b兵蔵 安政 5.3.25 1858 59 尼ヶ崎町 良君主 大品仲il!i 安政 6.1.19 1859 

7 尼ヶ崎町 n~ 北方久吉 弘化 2.2.14 1845 ω 尼ヶ崎町 農業 安川太四郎 嘉永 2.7.14 1849 

8 尼ク崎町 農業 総本たね 万延 1.1.25 l!民泊 61 尼ヶ高官町 農業 稲田幸治郎 弘化 2.6.6 1845 

9 尼ヶ崎町 生魚商 北方清左衛門 耳目永 6.10.9 1853 62 尼ク崎町 農業 生島藤八 弘化 1.5.10 1844 

10 尼ヶ崎町 民1駐 山元啓三 天保 2.11.13 1831 63 尼ヶ崎町 ~m 上村新三日fl 安政 1.7.18 1854 

11 尼ヶ崎町 農業 除問鹿蔵 慶応 1.9.16 1865 64 尼ヶ崎町 農業 橋本庄次郎 明治 10.7.12 1877 

12 尼ヶ崎町 農業 総本徳太郎 明治 3.10.12 1870 65 尼ヶ崎町 民；~ 北川庄蔵 安政 6.8.10 1859 

13 尼ヶ崎町 荒物商 北方なを 明治 5.9.3 1872 66 尼ヶ崎町 農業 井滞縛七 i6永 2.8.26 1849 

14 尼ヶ崎町 農業 依田太平 天保 3.4.15 1832 67 尼ヶ崎町 農業 立IUJ政官 弘化 4.9.19 1847 

15 尼ヶ崎町 民家 安川たね 明治 8.5.10 1875 68 尼ヶ崎町 農業 稲垣t官官 安政 l.3.17 1854 

16 尼ヶ崎町 i:u駐 2永田灘次郎 文久 2.5.25 1862 69 尼ヶ崎町 農業 稲垣幸次郎 明治 4.10.17 1871 

17 尼ヶ崎町 農業 西村徳吉 慶応 3.7.16 1867 70 尼ヶ崎町 良事長 井津松之助 明治 12.1.16 1879 

18 尼ヶ崎町 生魚商 樽谷くら 天保 8.8.10 1837 71 尼ヶ崎町 農業 松本米蔵 明治 3.5.9 1870 

19 尼ヶ崎町 .i:u駐 松本監吉 ~政 3.3.10 1856 72 尼ヶ崎町 農業 八木こと 弘化 4.2.16 1847 

20 尼ヶ崎町 自是~ 山口吉三郎 明治 1.8.27 1868 73 尼ヶ崎町 農業 八木きく 明治 2.1215 1869 

21 尼ヶ崎町 ft~ 門脇笠松 明治 3.8.6 1870 74 尼ヶ崎町 締商 山田喜代助 天保 12.2.18 1841 

22 尼ヶ崎町 農業 北村丑之助 高田永 6.11.21 1853 75 尼ヶ崎町 位商 毛利又次郎 弘化 1.10.10 店44

23 尼ヶ崎町 農業 矢野丑松 文久 1.9.16 1861 76 尼ヶ崎町 荒物商 北方伊助 天保 8.2.3 1837 

24 尼ヶ崎町 民1罷 t:i岡fl!.吉 文久 310.21 1863 77 尼ヶ崎町 生魚商 生野伊助 ~永 4.11.23 1851 

25 尼ヶ崎町 良~ 岸捨吉 ll応 1.4.8 lお5 78 尼ヶ崎町 良雪E 樽谷己之助 明治 3.9.27 1870 

26 尼ヶ崎町 生魚商 得谷槌太郎 明治 22.28 1869 79 尼ヶ崎町 下駄商 北村はな 嘉永 6.9.12 1853 

27 尼ヶ崎町 雑業 襖井I庄七 天保 8.5.15 1837 80 尼ヶ崎町 農業 梶/Ji.平 文政 5.1.16 1822 

28 尼ヶ崎町 n君臨 矢野又次 天保 14.6.28 1843 81 尼ヶ崎町 質商 本国甚右衛門 安政 2.3.9 1855 

29 尼タ崎町 農業 矢野安吉 安政 5.11.27 1858 82 尼ヶ崎町 生f.（＼商 藤本茂平 明治 5.5.7 1872 

30 尼ヶ崎町 農業 ！”1脇政吉 E量% 3.10.27 1867 83 尼ヶ両面町 瓦商 森脇友吉 明治 5.1.10 1872 

31 尼ヶ崎町 n~ 門脇弥太郎 基品永 3.5.18 1850 84 尼ヶ崎町 農業 山口幸治郎 明治 2.6.30 1869 

32 尼ヶ崎町 無業 森脇弥平 天保 1.2.9 1830 85 尼ヶ崎町 雑業 小林俊三 務永 2.7.24 1849 

33 尼ヶ崎町 良.！？： 山口利平 天保 12.1.1 1841 86 尼ヶ崎町 盟主業 由良ゃく E量応 1.10.1 1865 

34 尼ヶ崎町 t晶産業 竹中平吉 万延 1.5.3 見ω 87 尼ヶ崎町 農業 由良きわ 安政 6.11.16 1859 

35 尼ヶ崎町 良業 門脇新進 明治 13.J.21 1880 88 尼ヶ崎町 農業 松本久右衛門 明治 12.7.25 1879 

36 尼ヶ崎町 !:im 岡田淡市 万Jl1i l.3.1 1860 89 IE.ヶ崎町 良君主 高尾寅蔵 明治 11.11.18 1878 

37 尼ヶ崎町 維業 野口兼吉 :U,;k 1.11.17 1848 90 尼ヶ崎町 良.m 由良とみ 明治 3.9.20 1870 

38 尼ク崎町 良1監 門脇辰造 空~J.lc 2.9.3 1855 91 尼ヶ崎町 農業 樫本武平 w.永 3.1.17 1おO

39 尼ヶ崎町 良雪量 名後徳次郎 泌永 6.6.15 1853 92 尼ヶ崎町 農業 林利平 重量永 2.1.25 1849 

40 尼ヶ崎町 民.m 戎奥平 弘化 2.11.9 1845 93 尼ヶ崎町 油商 本国務次郎 明治 5.9.24 1872 

41 尼ヶ崎町 舟大工業 浦田普l!IJ 安政 4.7.19 1857 94 尼ヶ崎町 農業 武田太平 元治 1.11.13 1864 

42 尼ヶ崎町 良m 西山安造 元治 1.8.28 1864 95 尼ヶ崎町 農業 寺本普蔵 天保 9.1.10 1838 

43 尼ヶ崎町 n業 棚4暗虎吉 元治 1.7.13 1お4 96 尼ヶ画面町 良梁 吉井久次郎 磁永 5.11.28 1852 

44 尼ヶ崎町 農業 梅i事7古蔵 明治 10.11.10 1877 97 尼ヶ崎町 農業 小野原菊松 3高永 3.2.28 1850 

45 Jr!.ヶ崎町 ~梁 an回卯之助 2師永 5.6.24 1852 98 尼ヶ崎町 E是雪匙 阪本鐙助 軍目永 5.7.14 1852 

46 尼ヶ崎町 農業 山口竹迭 明治 12.8.24 1879 99 尼ヶ崎町 賀商 本国n三 明治 9.3.23 1876 

47 尼ヶ崎町 農業 問中かめ 慶応 3.6.4 1867 100 尼ヶ崎町 農業 吉井市次郎 明治 8.6.3 1875 

48 尼ヶ崎町 農業 芦i事すえ 弘化 4.2.2 1847 101 尼ヶ崎町 農業 藤井藤次郎 弘化 4.6.7 1847 

49 尼ヶ崎町 £'!1雪量 樋口利平 元治 1.11.11 1864 102 尼ヶ崎町 生fl.¥梁 生野徳松 明治 12.8.3 1879 

50 尼ヶ崎町 米商 以田治助 E高氷 2.10.17 1849 103 尼ヶ崎町 農業 竹間消七 3高永 5.10.3 1852 

51 尼ヶ崎町 農業 中川久吉 安政 4.9.18 1857 104 尼ヶ崎町 農業 事j倉平吉 弘化 2.2.13 1845 

52 尼ヶ崎町 農業 井上駒吉 a話永 ι5.10 1853 105 尼7崎町 農業 阪本為次郎 明治 8.6.1 1875 

53 尼ヶ崎町 農業 西山政吉 明治 11.11.20 1878 106 尼ヶ崎町 農業 吉井熊次郎 明治 5.11.6 1872 

「氷1）、作権ニ関スル筒願書J（図立公文書館所蔵）より作成。年月日は生まれを示す。
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代
」
に
直
結
す
る
か
否
か
は
即
断
で
き
な
い
が
、
下
作
人
に
認
め
ら
れ
た
権
利
の

一
つ
と
し
て
注
意
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
こ
の

一
札
に
は
小
作
年
期
の
定
め
が
な

い
こ
と
も
、
永
小
作
権
の
要
件
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
な
お
第
一
章
で
東
高
洲

新
地
の
紛
作
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
文
政
六
年
九
月
に
願
書
を
差
し
出
し
た

「百

姓
惣
代
」
の
一
人
が
灘
屋
新
兵
衛
で
あ
る
。
新
兵
衛
が
農
業
生
産
に
基
づ
い
て
年

買
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
直
接
生
産
者
で
あ
る
か
否
か
は
、

は
り
保
留
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
近
世
に
お
け
る
「
砂
代
」
に
つ
い
て
。
請
願
書
に
よ
る
と
、
近
世
に

す
で
に
砂
代
の
慣
行
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
新
城
屋
新
田
で
の
事

例
が
あ
片
付
。
①
文
化
五
年

一
二
月
、
船
大
工
与
次
兵
衛
は
泉
屋
仁
兵
衛
に
宛
て
て

新
城
屋
新
田
の
う
ち
畑
一
反
三
畝
一
七
歩
の
砂
代
を
引
き
当
て
に
銀
子
二

O
O目

を
借
用
す
る
証
文
を
差
し
出
し
た
。
②
文
化

一
四
年
正
月
、

手
平
屋
字
左
衛
門
は

天
野
屋
市
兵
衛
に
宛
て
、
新
城
屋
新
田
の
う
ち
碇
角
五
O
番
・
五

一
番
の
畑
七
畝

七
歩
の
砂
代
を
引
き
当
て
に
銀
子
三
O
O目
を
借
用
す
る
証
文
を
差
し
出
し
た
。

二
通
と
も
に
、
新
城
屋
新
田
支
配
人
で
あ
る
嘉
右
衛
門
が
承
知
し
た
旨
の
奥
書
を

添
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
質
入
れ
は
所
有
権
移
転
に
つ
な
が
る
こ
と
も
少
な
く
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
近
世
尼
崎
に
お
い
て
新
田
の
永
小
作
が
権

利
化
し
、
事
実
上
売
買
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
請
願
書
は
、
尼
崎
に

お
け
る
新
田
、
水
小
作
を
、
流
通
・
転
貸

・
相
続
等
が
可
能
な
、
財
産
権
と
し
て
の

性
質
を
有
す
る
点
に
お
い
て
、
単
に
期
限
の
定
め
が
な
い
と
い
う
意
味
の

「永
小

作
」
と
は
異
質
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
請
願
書
の
主
張

を
高
付
け
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

第
三
に
、
地
租
改
正
と
所
有
権
の
確
立
に
つ
い
て
。
少
な
く
と
も
近
世
後
期
に
お

い
て、

上
砂
の
地
床
か
ら
の
分
離
や
権
利
化
が
進
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う

し
た
慣
行
を
有
す
る
土
地
に
お
い
て
、
地
租
改
正
事
業
を
通
じ
た
近
代
的
所
有
権
の

確
立
は
ど
の
よ
う
な
形
で
実
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
は
、
近
世
の
い
か

な
る
実
態
を
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
地
租
改
正
に
よ
る
土
地

や

所
有
権
の
確
立
に
つ
い
て
は
直
接
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
近
世
の
状
況
と
、

土
地

｛包
）

台
帳
か
ら
明
ら
か
に
な
る
明
治
二
二
年
以
降
の
所
有
関
係
を
も
と
に
、
近
世
か
ら
近

代
に
か
け
て
の
新
田
に
お
け
る
土
地
所
有
の
変
避
を
再
構
成
し
て
み
よ
う
。
大
高

洲
新
田
と
西
御
見
立
新
田
に
つ
い
て
は
情
報
が
得
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
他
に
つ
い

て
は
所
有
権
変
遷
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
大
き
く
二
つ
に
類
型
化
し
て
把
握
で
き
る
。

第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
新
城
屋

・
来
高
洲
・
初
島
の
三
新
田
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
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新
田
に
お
い
て
は
、
土
地
台
帳
に
よ
る
と
本
咲
利

一
郎
と
巽
家
に
よ
る
折
半
所
有

が

一
八
九
九
年

（明
治
一ニ二）

ま
で
続
い
て
い
る
。
近
世
に
お
け
る
開
発
の
経
緯
は

異
な
る
が

（初
島
は
不
明
）
、
新
城
屋

・
東
南
洲
に
つ
い
て
は
泉
屋
と
嶋
屋
に
よ
る

所
有
乃
至
経
営
へ
の
参
両
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
嶋
屋
と
巽
家
の
関
係
に
つ

い
て
は
現
時
点
で
は
立
証
で
き
な
い
が
、

い
ず
れ
も
大
阪

（東
区
）
釣
鐘
町
が
居
所

で
あ
り
、

何
ら
か
の
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
経
緯
を
有
す
る
三
新
田
を
、

近
世
か
ら
地
租
改
正
を
経
て
尼
崎

・
大
坂
の
町
人
資
本
に
よ
る
所
有
が

一
定
の
連

続
性
を
有
し
た
第

一
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
把
握
し
て
お
き
た
い
。

第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
、

西
高
洲
新
田
と
東
浜
新
田
で
あ
る
。
土
地
台
帳
に
よ
る

と、

西
高
洲
新
国
は
秋
岡
治
郎
作

（鉛
屋
）
と
橋
本
新
右
衛
門

（武
庫
郡
七
松
村
）
の

共
有
と
な
っ
て
い
た
。
束
・
西
高
洲
新
地
は
務
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
、
潮
入
り
の



後
で
町
人
に
払
い
下
げ
ら
れ
後
に
返
上
さ
れ
る
。
鉛
屋
は
尼
崎
城
下
の
有
力
商
人

だ
が
、
新
地
経
営
に
は
参
画
し
て
い
な
か
っ
た
。
東
・
西
は
支
配
関
係
は

一
体
だ

が
、
東
で
は
農
業
が
営
ま
れ
る
一
方
、
西
は
荒
地
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
と
い
う
具

合
に
、
土
地
利
用
の
実
態
で
は
対
照
的
で
あ
っ
た
。
両
者
は
お
そ
ら
く
、
地
租
改

正
及
び
そ
の
後
の
変
遷
を
経
て
、
そ
れ
ぞ
れ
本
咲
と
秋
岡
の
所
有
に
属
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
土
地
利
用
面
で
対
照
的
な
東
・
西
で
あ
っ
た
が
、
近
代
に
入
っ
て
所

有
関
係
が
分
離
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

東
浜
新
田
に
つ
い
て
は
、
開
発
の
経
緯
は
不
詳
で
あ
る
。
土
地
台
帳
上
の
所
有
者

は
亀
井
吟
平
だ
が
、

一
八
七
八
年
（
明
治

二
）

の
時
点
で
は
村
上
興

一
郎
・
木
村
祐

七
の
名
が
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が

一
八
九
三
年

（明
治
二
六
）
に
無
断
作
排
斥
の
訴
訟

が
提
起
さ
れ
た
時
点
で
の
地
主
は
秋
岡
治
郎
作
で
あ
り
、
所
有
権
の
変
遷
が
あ
っ
た

模
様
で
あ
る
。
こ
の
裁
判
で
上
砂
権
の
存
在
を
証
言
し
て
い
る
の
が
亀
井
で
あ
る
。

ま
た
裁
判
で
は
、
東
浜
新
田
の
小
作
に
は

一
定
の
期
限
が
な
く
、
小
作
人
が
畑
砂
所

有
人
な
る
名
称
を
有
す
る
旨
の
公
吏
に
よ
る
調
査
結
果
が
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、
調

査
は
秋
岡
に
よ
る
亀
井
に
対
す
る
強
制
執
行
に
際
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
東
浜
新
田
の
所
有
権
が
亀
井
か
ら
秋
岡
へ
移
転
し
た
際
の
事
情
を
物
語
る

大阪湾岸新田地帯の近代〔応回〕

も
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
か
ら
、
明
治
前
期
に
秋
岡
家
に
よ
る
土
地
所
有
が
確
立
し
て

ゆ
く
西
高
洲
と
東
浜
を
、
第
二
グ
ル
ー
プ
の
新
聞
と
し
て
把
握
し
て
お
き
た
い
。

第
四
に
、
近
代
の
地
主
と
下
作
人
の
関
係
に
つ
い
て
。
請
願
者
は
民
法
の
編
纂

を
行
っ
た
法
典
調
査
会
に

「
上
砂
」

「
畑
砂
」
の
正
当
性
を
証
明
す
る
た
め
に
参

考
資
料
を
提
出
し
た

（表
5
）。

こ
こ
で
は
資
料
を
参
照
し
な
が
ら
、
近
代
に
お
け

る
地
主
と
下
作
人
の
関
係
を
考
察
す
る
。

第
一
号
か
ら
第
八
号
は
、

一
八
七
五
年
（
明
治
八
）
か
ら
八
七
年
に
至
る
時
期
の
上

（

M）
 

砂
売
買
証
文
で
あ
る
。
例
え
ば
第
一
号
文
書
は
、
一
八
八
七
年
に

（
東
）
新
城
屋
新
田

字
南
橋
詰

一
O
八
番
の
畑
砂
一
反

一
四
歩
の
持
ち
主
で
あ
る
大
江
ま
つ
が
、
代
金

九
O
円
で
生
野
伊
助
に
売
り
渡
す
も
の
で
あ
る
。
第
六
号
文
書
は
、

一
八
人
O
年
に

新
城
屋
新
田
字
四
方
井
路
六
八
番
の
畑
砂

一
反
二
畝

一
七
歩
に
つ
い
て
、
持
ち
主

で
あ
る
八
木
佐
七
が
、
代
金
一

一
五
円
で
樽
谷
清
九
郎
に
売
り
渡
す
も
の
で
あ
る
。

土
地
台
帳
に
よ
る
と
、
前
者
の
土
地
所
有
者
は
巽
リ
ツ
、
後
者
は
本
咲
利

一
郎
と

な
っ
て
い
る
。
売
買
当
時
の
地
主
は
正
確
に
は
不
明
だ
が
、
と
も
に
代
理
と
し
て

八
木
新
助
な
る
人
物
が
奥
書
し
て
い
る
。
法
定
地
価
は
そ
れ
ぞ
れ
三
三
円

一
四
銭
、

三
九
円
七
八
銭
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
請
願
書
で
畑
砂
が
地
価
の
三
倍

近
い
価
格
で
取
引
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
法
定
地
価
の
＝
一
倍
を
意
味

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
に
よ
っ
て
畑
砂
の
譲
渡
を
受
け
た
人
々
は、

請
願
者
と
し
て
署
名
し
て
い
る
者
、
ま
た
は
そ
の
先
代
と
推
定
さ
れ
る
者
で
あ
る
。

彼
等
自
身
、
権
利
・
財
産
権
と
し
て
の
畑
砂
を
祖
先
以
来
持
ち
伝
え
て
来
た
だ
け

で
な
く
、
売
買
に
よ
っ
て
入
手
し
た
面
も
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

こ
れ
ら
上
砂
権
の
所
有
者
た
ち
は
、
地
主
と
は
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
。

一
八
八
七

年
後
半
か
ら
、
地
主
が
「
畑
砂
」
名
義
に
奥
印
を
拒
否
し
た
り
、
耕
作
権
を
排
斥
す

る
と
い

っ
た
事
件
が
発
生
し
、
裁
判
に
及
ん
で
い
た
。

一
五
号
文
書
は
、
東
浜
新
田

の
地
主
秋
岡
治
郎
作
が
、

一
八
九

一
年
暴
風
雨
に
際
し
、
流
失
し
た
畑
砂
を
全
て
自

力
で
原
状
回
復
し
た
と
し
て
従
来
の
作
人
の
耕
作
権
を
排
斥
し
た
事
件
で
あ
る
。

裁
判
で
は
、
荒
れ
地
で
あ
っ
た
東
浜
新
田
の
開
発
を
め
ぐ
り
、
地
主
が
堤
防
を
築
き

新
田
と
し
て
開
発
し
た
と
い
う
主
張
と
、
百
姓
が
開
墾
に
従
事
し
て
耕
作
適
地
へ
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権を認めて奥印していること、所給戸

和J島新回 f'J/l{jfif:j;宝庫tff'J 奥書：回j戸長 主竪並呈
長が証明していること、公穏を｛乍人が
負担していることを証明するもの

樽谷清丸Jiff 奥書： Ml4.2.18付、 戸長官It久井敏正 ・
地主代八木新助

＊＂＇君主事民軍司 梅谷清九郎 奥書： M14.2.18付、戸長総久井敏正・
地主代八木新助

松~仰六 畑砂所有者が｝定期間を限り 「普通作
人Jに転貸しする契約

惣町名主 ・組頭 ・惣代 藩庁において新田の地盤を作り、これを町人に貸し下げた際の文書。町人のうち10
人の引受人、並ぴに町役人等にその監督を命じた方法契約書であり、新田の起源を

姶人 立証するもの

西国伴右衛門・山図文右衛門・ 大庄屋の奥印

東山滋之丞 ・百姓 年貢米の取捨、もしく は務庁用金 （徴

山田ヨド蔵 ・山下族・本tlt源之丞 大庄屋の奥印 税）の徴収などいずれも百姓宛、すな
わち前願人共の祖先へ直接命令した事
突を証明するもの

惣百姓 支配人は藤兵衛

尼ヶ崎町長補浄倍太郎

兵Ill！県知事 ｝調布公平 字新城屋東島・字m高洲・字大高洲、 新聞の提防が大破した際、所属の村方

字新城屋西島・字厳正8・字西~洲・字m浜 において地方税の補助を受けた事実を

兵庫県知事周布公平
証明。官庁がこれを認可し、補助をff
った事例は他にない。新国の状況が一
鍛作入の和l筈ーに大きく関わることが酌
認されたもの

尼崎町助役補沖倫太郎

控訴人・主主盟盤、 被控訴人後見人八木新即J 底地地主において畑砂所有者の梅干lJを

被控係人 ・本咲利一郎 妨げようとして畑砂の名称に異織を1Jtl
え、売貨の奥印を拒否。これに対し作
人の一人から提訴。判決漫由の如く、
地床主は「郷砂」 「上砂Jの名義を以
て奥印する義務あることが証明された

原告秋岡治自II作・被告些左墾盈 新田地主の一人である秋岡治郎作、 M24~暴風雨の際、堤防の一部破壊を奇貨とし、
全て流失した畑砂を自力で原状回復したとして従来の作人の耕作権を否定。これに
対し作人が提訴。骸新聞の地盤所有者と地表所布者が分立していることを立証

控訴人秋岡治郎作・橋本新右衛門、 畑砂売買に際して奥印を拒否した、新田地床主である秋岡治郎作他I名に対し、小

司怠司笠竜島久秘念伊平 作人より出訴。第14号｜司様、地床主は畑砂所有者の権利を確認し、売買に際して奥

印すべきとの慣行を立証するもの
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表5 請願参考書の資料一覧

番号 表鐙 内容 年月日 作成

第I号 畑砂究渡証券 川辺郡大洲村のうち東新城屋新国字~締結108番の 明治20.6.2唱 売渡主大江まつ
畑砂1反14歩を、代金90円を以て売り渡す柾券

第2号 畑砂代売券証書 川辺郡西高洲新国字七ツ剣35番ーlの畑砂2反4畝の 明治12.4.3 第15区 七ツ松村
1j＇~波証券 橋本新右衛門

第3号 よ砂永代譲渡証 川辺郡第九区東浜新回のうち畑砂反別3町8反5畝20 明治11.8.14 第九区別所村高穂長四郎
歩を代価887円2銭3厘を以て譲渡する庇券

第4号 畑砂宛券証文之司1 初島新田のうち「かノ割23番地jの畑砂8畝6歩、「とノ 明治8.11.7 売り主築地町 西口卯平
制57番地Jの畑砂6畝22歩を代金95円飢餓4厘で売り

i度す旨

第5号 畑砂発券証文之事 相j島新聞のうち「ほノl~tll7番」の畑砂5畝歩を代金22 明治8.10.14 売主捗m新田森常治郎
円4厘で売り渡す旨

第6号 畑砂代売波証文 川辺郡大洲村のうち字新滅度四方井路68番地の畑 明治13.12.30 売渡主大洲村字新城屋
砂I反2畝17歩を代金115円を以て売り渡す旨 八木佐七

第7号 知｜砂代先波~iE文 川辺郡大洲村ノ内新城屋字東松市洲246帯地の畑 明治13.12.30 究波主大洲村新城屋
砂代9畝8歩、問所同等：262番地の畑砂代l反9畝21歩 八木勝治.fill
を、代金265問を以て売り渡す旨

第8号 畑砂小作確証 川辺郡大洲村のうち字東浜新岡地内八番御jの畑上 明治17.1.・ 尼ヶ崎小作人釜倉藤兵衛・

砂代2反4畝歩の作~！］.金24円（10円／反）の証明 読人八木佐七

第9号 :l'.1:（ほか） 新1也務負人に対する申し渡し8項目 郡代

惣町組頭述判証文 一 惣町名主・惣代

第10号 尼ヶ崎領辰歳免定 東浜新聞及び1湾都新田の免定（天保9改） 反歳 〔尼崎藩〕

第11号 尼ヶ崎領卯歳免定 京浜新田及び携都新田の免定（天保9改）〔潮入のた 卯歳 〔尼崎務〕
め見分の上年賀米用捻〕

第12号・ 〔商高洲新回への 御用銀278匁4分とjfU81匁6分の申しつけ 不明 役所
高掛申しつけ〕

第13号 御証明願 以下の書類が原本と相違なきことの証明願い 明治26.6.3 （大洲村）松本久吉・高見喜八
（尼崎）北方惣助・由良熊之助－
嘉渡藤議

地方税補助願 高i切と暴風で大破した尼崎港東商雨海岸の復旧工 明治24.12.5 大洲村惣代山下義明 ・

司i~の補助願い 河合仁兵衛・失＇!IJJt≫.：’

評決型F 尼崎港堤防修築費負担方法の評決fil 明治24.12.5 大洲村惣代山下義明・

河合仁兵衛 ・ 炎里~Jt».:

工事承認舎 兵庫県の工事承認曾 明治25.7.2 兵庫県工事監督

受領証（1) 工事Z自負金の受領RiE 明治25.11.9 秋岡治虫II作

受菅i証（2) 工事前負金の受領経 明治25.11.11 本咲利一郎代河合仁兵衛

第14号 裁判言波書 判決の言い渡し：瞥 明治19.6.4 大阪鐙訴院

第15号 判決正本 京浜新聞における無断作排斥の訴訟に対する判決 明治27.3.28 神戸地方毅判所（民事第二郎）

第16号 欠席判決正本 畑砂代売り渡し奥型F測印税求の控隊事件に対する 明治28.12.4 大阪控訴院（民事二部）
判決正本

「永ノj、作権ニ関スル請願参考{!fJ （国立公文容館所量産）より作成。

下線は明治32年部願書の署名者。斜体字は同姓または類似の氏名が筒願望Fに見幽される者。

コメントは餓願者が記したものの要約。
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と
改
良
し
た
の
で
あ
り
、
百
姓
は
そ
の
労
力
に
対
す
る
報
酬
と
し
て
畑
砂
所
有
権
を

得
、
地
主
の
承
諾
を
得
て
自
由
に
売
買
し
て
き
た
の
だ
と
い
う
下
作
人
側
の
主
張

が
た
た
か
わ
さ
れ
た
。
両
者
の
主
張
を
歴
史
的
に
把
握
す
る
の
は
難
し
い
が
、
下

作
人
側
の
主
張
が
請
願
書
に
つ
な
が
る
内
容
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。
参

考
資
料
に
収
め
ら
れ
た
判
決
は
い
ず
れ
も
下
作
人
側
の
主
張
を
裁
判
所
が
認
め
た

も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
地
主
と
下
作
人
の
緊
張
関
係
を
看
取
で
き
よ
う
。
永

小
作
権
保
護
の
法
的
措
置
を
求
め
た
請
願
書
の
背
景
と
し
て
、
そ
の
直
前
ま
で
畑

砂
の
認
知
を
め
ぐ
る
地
主

・
下
作
人
間
の
対
立
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
請
願
書
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
論
点
を
四
点
に
わ
た
っ
て
考
祭
し
た
。

近
世
、
新
田
開
発
に
際
し
て
開
発
者
の
下
で
労
働
力
を
投
下
し
た
人
々
が
あ
り
、

か
れ
ら
は
そ
の
報
償
と
し
て
、

「
砂
代
」
な
ど
の
名
義
で
永
小
作
権
を
保
有
す
る

こ
と
を
認
め
ら
れ
た
。
か
れ
ら
の
中
に
は
直
接
耕
作
者
と
し
て
農
業
に
従
事
し
た

者
も
あ
っ
た
が
、
権
利
を
保
持
し
つ
つ
他
人
に
耕
作
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
権
利

そ
の
も
の
を
売
却
し
て
し
ま
う
ケ
l
ス
も
あ
っ
た
。
請
願
書
に
お
け
る
、
祖
先
の

「
辛
苦
」
を
め
ぐ
る
主
張
は
、
近
世
に
お
け
る
新
田
開
発
を
形
作
る
事
実
に
基
づ

く
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
明
治
三
二
年
の
時
点
で
は
署
名
者
た
ち
の
幾
人
か
は
主

張
の
内
官
甘
か
ら
議
離
し
た
存
在
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

請
願
書
が
強
調
す
る
、
転
貸
や
小
作
が
可
能
と
い
う
（
尼
崎
に
お
け
る
）
永
小
作
権

の
特
質
は
、
そ
の
主
張
の
う
ち
に
権
利
保
持
者
か
ら
農
業
生
産
を
分
雌
さ
せ
る
契

機
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

地
租
改
正
に
お
い
て
下
作
人
た
ち
は
、
土
地
所
有
権
を
獲
得
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
際
の
下
作
人
た
ち
の
受
け
止
め
方
を
表
現
す
る
の
が
「
地
床
ハ
終
ニ
分
レ
テ
」

と
い
う
文
言
で
あ
ろ
う
。
近
世
以
来
の
下
作
人
に
と
っ
て
、
先
祖
に
よ
る
労
力
提

供
を
根
拠
と
す
る
永
小
作
権
こ
そ
が
新
田
に
対
す
る
権
利
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
地
租
改
正
は
、
下
作
人
た
ち
に
所
有
権
を
認
め
な
か

っ
た
。
そ
の
直
接
の
結
果
は
不
明
で
あ
る
が
、
近
代
国
家
に
よ
っ
て
地
床
の
所
有

権
が
自
分
た
ち
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
地
床
所
有
者
に
の
み
法
的
権
利
が
認
め
ら
れ

る
と
い
う
、
全
く
新
し
い
事
態
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
、
下
作
人
達
に
は
受
け
止
め

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
請
願
書
に
よ
る
と
、
地
租
改
正
の
打
岐
阜
は
限
定
的
だ

っ
た
よ
う
で
も
あ

る
。
そ
の
後
も
地
主
や
戸
長
の
承
認
を
受
け
つ
つ
、
永
小
作
権
が
認
知
さ
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
閥
、
明
治
二
O
i
三
0
年
代
に
至
る
聞
に
、
本
咲
利

一
郎

（泉
屋
）
や
秋
岡
治
郎
作

（鉛
屋）

に
よ
る
大
規
模
な
新
田
所
有
が
確
立
し
て
い

つ
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た
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
過
程
で
永
小
作
権
が
否
定
さ
れ
、
排
除
さ
れ
て
い
く
。

尼
崎
地
域
に
お
け
る
こ
う
し
た
動
き
と
と
も
に
、
国
家
に
よ
る
永
小
作
権
の
法
的

な
否
定
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
が
、
民
法
制
定
で
あ
っ
た
。
近
世
以
来
の
下
作
人

に
ル

l
ツ
を
持
ち
、
あ
る
い
は
売
買
等
に
よ
っ
て
、
水
小
作
権
を
保
有
し
て
い
た
請

願
者
た
ち
が
永
小
作
権
の
保
護
を
求
め
て
行
動
を
起
こ
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
歴

史
的
な
段
階
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

尼
崎
地
域
に
お
け
る
資
本
主
義
形
成
と
新
田
経
営

こ
で
は
、
永
小
作
権
保
護
請
願
の
内
容
を
、
請
願
に
現
れ
た
下
作
人
の
論
理
に

即
し
て
考
察
し
た
。
本
意
で
は
新
田
経
営
を
め
ぐ
る
社
会
的
諸
関
係
を
、
明
治
期

尼
崎
に
お
け
る
地
域
史
の
展
開
に
位
置
づ
け
て
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。



（1
）
都
市
ブ
ル
ジ
ョ
ア
H
地
主

『尼
崎
市
史
』
第
三
巻
は
、
明
治

一
0
年
代
に
お
け
る
経
済
変
動
の
ひ
と
つ
の

帰
結
と
し
て
、
都
市
部
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
H
地
主
の
成
立
に
注
目
し
て
い
弱
。

明
治
一

0
年
代
の
経
済
変
動
の
下
、
農
村
と
都
市
に
わ
た
っ
て
階
層
分
解
が
進
行

し
た
。
農
村
部
で
は
中
・下
層
農
民
、
さ
ら
に
は
一
部
の
上
層
農
民
ま
で
が
土
地
を

喪
失
す
る

一
方
、
イ
ン
フ
レ
期
に
蓄
財
に
成
功
し
た

一
部
上
層
農
民
や
商
業

・
高
利

貸
資
本
へ
の
土
地
集
中
が
発
生
し
た
。
こ
う
し
て
土
地
を
所
有
し
な
い
層
が
激
増
す

る
と
と
も
に
所
有
規
模
の
両
極
分
解
が
す
す
み
、
特
に
大
阪
市
・尼
崎
町
・
伊
丹
町

の
不
在
地
主
の
所
有
地
が
鴻
大
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
、
貧
窮
化
し
た
農
民
は
農
村

に
滞
留
し
、
か
れ
ら
を
基
盤
と
し
て
地
主
・
小
作
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

都
市
部
で
は
住
民
の
一
貫
し
た
貧
窮
化
が
進
行
し
た
と
み
ら
れ
る

（士
族
の
流

出
、
半
失
業
的
雑
業
層
の
沈
殿
）。

そ
の
中
で
、

「
自
宅
の
み
の
所
有
者
が
大
量
に
滅

少
し
た
の
に
た
い
し
て
、

一
方
で
は
宅
地
を
所
有
し
な
い
も
の
、
他
方
で
は
貸
地

を
も
っ
宅
地
地
主
が
激
増
し
、
宅
地
所
有
関
係
に
お
い
て
は
げ
し
い
分
解
が
生
じ

た
Lー

（二
O
八
頁
）
。

同
番
で
は
、
経
済
変
動
期
に
蓄
財
に
成
功
し
て
土
地
と
資
本
を
集
中
さ
せ
た
者

大阪湾岸新田地帯の近代〔島田〕

た
ち
が
、
都
市
部
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
H
地
主
と
し
て
成
長
し
て
い
く
こ
と
に

注
目
し
、

一一一
反
（
九
O
O坪）

以
上
の
宅
地
所
有
者
二

O
人
に
加
え
、

「
な
お
宅
地

所
有
は
多
く
な
い
が
土
地
所
有
の
比
較
的
多
い
六
人
」
が
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
と

し
た
。
そ
の
特
徴
は
、
醤
油
醸
造
・
酒
造

・
肥
料
販
売
・
米
商
・
魚
問
屋

・
質
商

と
い
っ
た
、
尼
崎
の
伝
統
的
商
工
業
を
営
み
、
そ
れ
を
基
盤
に
し
た
資
本
蓄
積
を

も
と
に
耕
地

・
宅
地
を
集
積
し
、
銀
行

・
紡
鍛
業
と
い
っ
た
近
代
的
企
業
に
投
資

し
、
経
営
に
参
画
し
て
ゆ
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
、
資
本
主
義
が

形
成
さ
れ
つ

つ
あ
る
中
で
、
尼
崎
町
の
近
代
都
市
化
を
そ
の
資
力
に
基
づ
い
て
牽

引
し
た
人
々
と
い
え
よ
う
。

そ
の
筆
頭
が
本
咲
利

一
郎
で
あ
る
。
市
街
地
の
宅
地
所
有
は
四
二

二
ハ
坪
に
及

び
、
耕
地
所
有
で
も
沿
岸
部
新
田
を
中
心
に
群
を
抜
い
て
い
た
。
明
治
二
0
年
代
初

頭
、
沿
岸
部
新
田
は
本
咲
と
巽
家
、
そ
れ
に
秋
岡
治
郎
作
、
祐
野
平
三
郎
に
よ
っ
て

そ
の
大
半
が
所
有
さ
れ
て
い
た
が
、
秋
岡
（所
有
宅
地

一
八
二
八
坪
）
と
祐
野
（
同
六
六

O
坪
）
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
H
地
主
と
性
格
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
秋
岡

は
明
治
二
0
年
代
に
、
さ
ら
に
新
田
の
集
積
を
進
め
て
ゆ
く
。
そ
し
て
こ
の
時
期
に

は
、
新
田
所
有
者
と
永
小
作
人
と
の
聞
で
、
永
小
作
権
の
認
定
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
が

発
生
し
て
い
た

（表
5
）
。
こ
れ
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
H
地
主
が
企
業
へ
の
投
資
を
本
格

化
さ
せ
て
ゆ
く
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
特
に
本
咲
は
そ
の

資
力
を
背
景
に
、
尼
崎
銀
行
や
尼
崎
紡
績
の
設
立
に
深
く
か
か
わ

っ
た
。
秋
岡
に
つ

い
て
は
企
業
と
の
関
係
は
確
認
さ
れ
な
い
が
、
尼
崎
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
H
地
主
が
企

業
経
営
に
参
画
し
て
ゆ
く
こ
の
時
期
、
尼
崎
沿
岸
部
の
広
大
な
土
地
は
工
業
用
地

と
し
て
注
目
を
集
め
つ
つ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
土
地
の
自
由
な
処
分
を
阻
碍
す

る
要
因
と
し
て
、
氷
小
作
権
が
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
、
耕
地
・
宅
地
の
集
積
を

ふ
ま
え
て
企
業
投
資
が
進
め
ら
れ
る
、
こ
の
よ
う
な
時
期
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

（2
）
永
小
作
人

永
小
作
権
保
護
請
願
の
署
名
に
よ
る
と
、
永
小
作
人
の
大
半
は
、
そ
の
職
業
が

「
農
業
」
と
さ
れ
て
い
た
。
新
田
上
の
権
利
に
関
す
る
請
願
で
あ
る
か
ら
農
業
関
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近
代
尼
崎
の
新
聞
地
帯
は
、

「
尼
い
も
」
と
呼
ば
れ
る
甘
藷
の
生
産
地
で
あ
っ

組
）
山
口
吉
三
郎

（却
）・

門
脇
豊
松

（幻）、

二
O
日
付
の
規
約
に
、
新
田
組
ご
と
の
総
代
と
し
て
署
名
し
て
い
る
の
は
、
（
初
島

係
者
が
多
い
の
は
自
然
な
こ
と
だ
が
、
そ
の
実
態
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

一
九

O
一
年
の
統
計
書
に
よ
る
と
、
川
辺
郡
の
沿
岸
部
に
は
二
O
八
・

六
町

（お）

歩
に
上
る
作
付
け
が
あ
っ
た
。
上
質
の
も
の
は
仲
買
人
を
通
じ
て
京
都
へ
出
荷
さ

東
浜
か
）
平
野
治
平

（問
）

・
梅
津
常
吉

（1
）
、

（
中
組
H
新
城
屋

・
東
西
高
洲
・
大
高
洲

築
で地
あ理
るき上

予村
1ご新

で扇
は
永 a
小 ）
作

た

（竹
屋
新
国
村
）
高
岡
徳
三
郎

・
中
川
久
治
郎

（胤
）

人
の
「
甘
薯
作
同
業
者
」
と
し
て
の
側
面
が
現
れ
て
い
る

（番
号
は
表
4
と
対
応
）。

れ
る
な
ど
、
商
品
性
の
高
い
作
物
で
あ
っ
た
。
畑
の
砂
は
、

武
庫
川
河
口
の
砂
を

永
小
作
人
と
農
業
の
関
わ
り
を
知
る
も
う
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
大
高
洲
新

採
取
し
て
定
期
的
に
入
れ
替
え
、
元
肥
と
し
て
土
に
藁
灰
を
ま
ぜ
た
り
、
苗
を
植

田
で
の
小
作
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
大
高
洲
新
田
は
、
土
地
台
帳
に
よ
る
と

え
た
後
は
下
肥
を
か
け
る
な
ど
の
手
聞
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
農
業
生
産

の
あ
り
方
に
「
畑
砂
」
の
ひ
と
つ
の
背
景
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
永
小
作
人
に
は
、

｛幻）

こ
の
よ
う
な
新
団
地
帯
で
の
農
業
に
直
接
従
事
し
た
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

明
治
二
0
年
代
初
め
に
は
祐
野
平
次
郎
が
所
有
し
、
そ
の
後
大
阪
在
住
者
の
関
で

永
小
作
人
と
農
業
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
な
お
追
究
が
必
要
で
あ
る
。
こ

転
々
と
所
有
権
移
転
し
た
あ
と
、
尼
崎
伊
三
郎
が
買
収
す
る
。
尼
崎
家
は
大
阪
を
拠

点
と
す
る
海
運
業
に
よ
っ
て
蓄
積
し
た
資
金
を
以
て
尼
崎
の
土
地
へ
の
投
資
を
開

こ
で
は
そ
の
手
が
か
り
を
二
点
示
し
て
お
き
た
い
。
西
成
郡
・
川
辺
郡
・
武
庫
郡

始
し
、
明
治
二
一0
年
代
前
半
に
急
速
に
土
地
を
集
積
し
た
。
大
高
洲
新
田
は
そ
の

一
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部
で
あ
る
。
新
田
は
尼
崎
耕
地
部
に
よ

っ
て
農
地
と
し
て
経
営
さ
れ
、
明
治
四

O
年

沿
岸
部
で
甘
薯
作
に
従
事
す
る
者
た
ち
は
、
問
屋
へ
の
売
却
価
格
の
下
落
を
防
止

大高洲新聞の小作人

番号 居所 氏 名 反別 貸地m円）

壱号 尼崎町 牡丹久作 .... 2.1.6.21 260.004 

弐号 中島 千星市三郎 0.4.8.14 58.160 

参号 中島 鳥羽伊助 0.2.6.18 31.680 

四号 中島 井上庄太郎 0.3.9.01 46.840 

五号 中島 金森亀吉 0.2.0.03 24.120 

六号 尼崎町 井禅僧七 0 0.4.0.10 48.400 

七号 尼崎町 西村良吉 .... 0.5.2.23 63.320 

八号 尼崎町 上村新三郎 O 0.7.1.25 86.200 

九号 尼崎町 厳島亀吉 0.5.3.14 64.160 

拾号 大洲村 弓場庄平 2.3.4.20 281.600 

拾壱号 尼崎町 福田幸次郎 A 0.4.5.17 54.680 

拾弐号 中島 井上平次郎 0.4.0.07 48.280 

拾参号 中島 三好調者殺 0.5.3.24 64.560 

拾四号 中烏 木村彦四郎 0.3.9.23 47.720 

拾五号 大洲村 村上芳松 1.2.0.28 145.120 

拾六号 尼崎町 土橋寅助 0.7.5.15 90.600 

拾七号 尼崎町 中川1常蔵 .... 0.6.1.20 74.000 

拾八号 中島 山口伊之助 0.5.8.24 70.560 

拾九号 中島 三好市松 0.5.8.01 69.640 

弐拾号 尼崎町 梶本米吉 0.7.4.14 89.160 

弐捻壱号 尼崎町 樽谷巳之助 O 0.5.1.24 62.160 

弐f合弐号 尼崎町 政問卯ー郎 0.6.7.10 80.800 

弐捻参号 中島 大塚藤助 0.5.0.21 60.840 

弐拾四号 大洲村 永田鹿絞 0.4.9.03 58.920 

弐拾五号 中島 井上喜蔵 2.0.8.17 250.680 

弐拾六号 中島 市山元三郎 Q.4.123 50.120 

弐拾七号 尼崎町 梅I事常吉 0 L0.3.17 124.280 

弐拾八号 尼崎町 稲垣亀吉 ..... 0.2.0.07 24.280 

弐拾九号 大洲村 由良平吉 企 0.3.6.19 43.960 

参捻号 尼崎町 松本並吉 0 0.1.8.16 22.240 

参拾壱号 尼崎町 由良熊之助 O 0.8.5.05 102.200 

参拾弐号 尼崎町 由良興蔵 。0.1.6.06 19.440 

参f合参号 大洲村 弓場庄吉 0.3.7.05 44.600 

参拾四号 大洲村 橋本徳太郎 O 0.2.0.00 24.000 

参捻五号 大洲村 詠回卯之松 O 0.4.4.10 53.200 

参捻六号 大洲村 詠既I松之助 O 0.1.9.18 23.520 

参姶七号 大洲村 七松寅三郎 0.5.1.27 62.280 

参拾人号 尼崎町 北方末松 .... 0.2.026 25.040 

度
の
史
料

よ
る
と
貸
地
料
を
負
担
す
る
小
作
人
が

／又
名

（合計）捌7反 2~~~~ : 
蹴

『明治四拾年皮大高洲新悶ft地科納金小作名宮F』 た
（尼筒却F地部文香。尼崎市立地域初f究史料館所磁） 義
より作成。
0は永小作権保護論阪の著名と一致する者、 主
Aは居所が一致する同姓の者であることを示す。 。

小

す
る
た
め
に
、
三
郡
甘
薯
作
同
業
者
同
盟
を
結
成
し
て
い
た
。
明
治
三
二
年
五
月

表6



作
人
に
は
、
永
小
作
権
保
護
請
願
の
署
名
者
と
一
致
す
る
者

一
O
名
、
居
所
が

一
致

す
る
同
姓
の
者
七
名
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
他
、
西
成
郡
川
北
村
中
島
の
小
作
人

二

一名
が
い
た
。
尼
崎
耕
地
部
は
か
れ
ら
か
ら
反
あ
た
り
約
一

二
円
の
貸
地
料
を
収

納
し
て
い
泌
。
小
作
契
約
の
成
立
過
程
や
永
小
作
権
と
の
関
係
等
、
詳
細
は
不
明
だ

が
、
こ
こ
で
は
永
小
作
人
の

一
側
面
と
し
て
、
尼
崎
耕
地
部
の
経
営
下
で
大
高
洲
新

田
の
小
作
人
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

永
小
作
人
の
う
ち
、
経
歴
が
明
ら
か
に
な
る
者
に
つ
い
て
表
7
に
ま
と
め
た
。

「
豪
農
」
と
さ
れ
る
者
は
、
新
田
で
の
大
規
模
な
甘
薯
生
産
か
ら
の
利
益
獲
得
に
成

功
し
た
者
た
ち
で
あ
る
。
た
だ
し
、
前
章
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
請
願
書
は
そ
の

主
張
の
う
ち
に
永
小
作
人
か
ら
農
業
生
産
を
分
離
さ
せ
る
契
機
を
内
包
し
て
い
た
。

請
願
参
考
書
の
第
八
号
文
書
は
、
東
浜
新
田
の
畑
砂
所
有
者
が

二
疋
期
間
を
限
っ
て

「普
通
作
人
」
に
転
貸
し
し
た
際
の
契
約
書
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
永
小
作
人
が
耕

作
地
を
小
作
に
出
す
場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
近
世
以
来
、
永
小
作

人
に
は
、
農
業
生
産
か
ら
離
れ
て
い
く
契
機
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

永
小
作
人

（表
4
）
の
中
に
は
、
農
業
の
外
に
商
工
業
に
従
事
す
る
者
も
見
ら
れ

る
。
特
に
醤
油
醸
造
業
の
大
塚
家

（日
）
、
魚
問
屋
の
畑
中
甚
八

（印）

・
奥
田
吉

大阪湾岸新団地帯の近代〔島田〕

右
衛
門

（胤
）
は、

い
ず
れ
も
尼
崎
の
伝
統
的
商
工
業
を
代
表
す
る
有
力
者
た
ち
で

あ
る
。
中
で
も
奥
田
は
、
有
力
魚
問
屋
の
営
業
を
基
礎
に
宅
地

二
二
四
四
坪
を
所

有
し
、
尼
崎
紡
績
・
尼
崎
共
立
銀
行
に
も
投
資
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
H
地
主
の

一
人

に
数
え
ら
れ
る
者
で
あ
る
。
肥
料
磁
の
奥
野
庄
七

（胤
）
も
同
様
で
あ
る

（宅
地
所

有
一
四
六
二
一坪
）。

永
小
作
人
の
少
な
く
と
も
上
層
が
、
尼
崎
の
資
本
主
義
化
を
牽

引
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
H
地
主
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
永
小
作
権
の
実
質
を
考
え
る
上

で
重
要
で
あ
る
。
永
小
作
権
は
、
こ
う
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
H
地
主
の
経
済
基
盤
の

一
部
を
な
す
資
産
と
し
て
の
意
味
を
も
有
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
永
小
作
人
に
は
、
秋
岡
姓
を
は
じ
め
、
共
通
す
る
姓
を
有
す
る
者
が
散
在

し
て
い
る
。
か
れ
ら
は
、
有
力
家
を
含
む
同
族
的

・
同
業
的
な
結
合
関
係

（同
時
に

世
代
聞
の
連
続
性
も
）
を
相
互
に
取
り
結
ん
で
い
た
可
能
性
も
高
い
。

表
7
に
経
歴
を
示
し
た
永
小
作
人
の
う
ち
、
梅
津
常
士
口
（1
）
や
橋
本
庄
次
郎
（臼
）

な
ど
、
多
く
は
農
業
生
産
に
基
盤
を
有
し
つ
つ
商
工
業
や
貸
家
業
に
進
出
し
た
者

で
あ
る
。
た
だ
し
か
れ
ら
が
商
工
業
で
成
功
し
た
後
、
農
業
を
実
質
的
に
ど
の
よ

う
に
営
ん
で
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

一
方
、
本
田
泰
次
郎

（回
）
や
八
十
原
松

之
助

（即
）
の
よ
う
に
、
農
業
と
の
関
わ
り
が
そ
も
そ
も
不
明
な
者
も
い
た
。
永
小

作
人
の
中
に
は
、
農
業
と
の
関
わ
り
を
持
た
ず
、
権
利
と
し
て
永
小
作
権
を
保
有

し
て
い
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
水
小
作
人
の
中
に
は
、
商
工
業
に
も
従
事
し
、
あ
る
い
は
資

産
を
蓄
積
し
て
貸
屋
業
や
金
融
業
を
営
み
、
こ
う
し
た
経
済
力
を
基
盤
に
地
方
政

治
に
進
出
し
た
り
、
社
会
的
に
活
性
化
す
る
者
も
現
れ
て
き
た
。
例
え
ば
北
方
家

は
、
西
本
町

（中
在
家
町
の

一
部
）
で
本
家
・
分
家
関
係
を
つ
く
り
、
荒
物
商
や
生

魚
商
を
営
ん
で
い
た
。
北
方
末
松
は
大
高
洲
新
田
の
小
作
人
で
あ
り

（表
6
）
、
呉

服
商
で
あ
る
本
家
が
農
業
に
も
関
わ
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
も
う
か
が
わ
れ
る
。

北
方
惣
助

（凶
）
は
、
地
主
本
咲
利
一
郎
・
秋
岡
治
郎
作
を
相
手
取
り
永
小
作
権
の

承
認
を
求
め
る
裁
判
を
起
こ
し
た
永
小
作
人
で
あ
り
、
永
小
作
権
の
主
張
に
お
い

て
最
も
活
発
で
あ
っ
た

一
人
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
永
小
作
人
た
ち
は
大
阪
の
弁

護
士
に
依
頼
し
て
請
願
を
衆
議
院
に
提
出
す
る
に
及
ん
だ
。
永
小
作
人
は
、
そ
の
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永小作人の経歴等

No 氏 名 職業 ・居住地 経歴など

1 梅津常吉 中在家町、 「豪~J 「明治十年大洲村より移住、昔時より践を業とす、殊に広漠たる苧畑を有し、其"jffi_額
ーヶ年一万円以上に途すと云ふん町議、「議員古参株として宿老の一人也」。寺
惣代、衛生組長、食布禰神社氏子総代など。

20 山口吉三郎 初島、「豪農」 尼崎挽材会社（北海林業の前身）に土地を提供。「是れ尼崎町に土着人以外の
経営に成る工場建設の附矢J「其後東亜セメント株式会社工場建設の識あり、氏
に百十るに土地の譲渡を以でせり、氏言下に快諾是れ亦た極めて廉価を以て白地を
提供」「市開発殊勲者の一人J。氏は現在三町歩の芋畑を有し毎年一万5子賞以
上を産し初島の大地主として資産十数万円を超ゆJ

63 上村新三郎 農業、築地町在住 先祖は難波村の人、代々~業。 旧幕時代には土地の豪E主として知られる。傍ら酒
造業を経営したが維新後廃業。「今尚ほ新聞を有し苧畑のみにて十二丁歩を有し
居れり。尼崎名物の甘務を京都方面に輸出せしは当家を以て鴎矢とす」

64 橋本庄次郎 農業、築地町在住 尼崎の旧家。約300年前から住所を築地北浜通に構える。代々農事。「専ら甘藷の
耕作を為しJf現今~~JJの外築地及別所村に貸屋104軒」「土地家屋の貸付、
貸金業J

91 樫本武平 別所村、「豪~J 明治9年生まれ、代々 j込業。「氏の代に至りて専ら金銭貸付業を営み、又近郷の紫
封家なり」。町議、市議。

93 本田泰次郎 本田泊店、製油及び 明治元年創業。灯火用菜種泊は需用なく、機械用が多い。原料菜種の使用量はl

石油卸尚。中在家町 ヶ年に1万買に逮するといわれる。アメリカ・スタンダートヰ士特約店として石油販売も。
輸入高は年l万箱に上るという。

112 山田由松 山田製綿所店主、 明治27年創業。当初Jは小規模、手打ち製綿のみ。漸次拡大、明治37年機械を据え
中在家町 る。多くの職工を使う。生産高6000:W:に遥す。中国製綿花を使用。

119 北方末吉 北方商店、荒物下駄雑 慶応元年、北方字助創業。当主末松は道意新田・横田助次郎三男。M26当家の
:!'f商。尼崎市西本町。 嗣子となる。次いで家業を継ぐ。当家は西本町2の北方家の分家。本家は農業の
店主北方末松 傍ら呉服商を営む。

125 黒田藤吉 農業 「尼崎山の洲に住し－」？ 「良業及金貸業を営む有福の人Ht屋十数軒、祖先
は普九自~。

127 林太平 別所村、「豪農」 尼ヶ崎町農会副会長、都会議貝、町会議員、市制施行上京委員。市会議員・市参
事会員。Ml3生まれ、尼崎共立銀行に入る。退職後農事に従事。

144 中川久治郎 J:!業、築地町在住竹谷 竹谷新田庄屋。城主より紋章入り水杯を受ける。父は武十郎。小森区長の下で国j
新田在住 区長。「久次郎氏は専ら農事に親しみ居れり」

149 木下半三郎 荒主主精米店、別所村。 200年来の老舗。宝永の頃、荒物屋四郎兵衛の創業、その父は荒物屋甚兵衛。当
店主木下伴三郎 主は18才で家業を継ぐ。粉米務2台を昼夜巡転。

150 八十）Ji(松之助 位茂、畳製造業。 先祖は位屋茂平。200年来事異を継承。播州多可郡の人。当地に来て数十年、数人
西本町明神前 の徒弟。

参考 八十原竹蔵 八十原商店、和洋酒醤 実家は畳商。10才で父死去、兄・松之助に虫色われる。家業に従事した後、5己の許し
油商。西本町明神前 を得て資金を調達、明治25年12月開業。

172 安川徳松 尼崎市築地、店主安川 100有余年前から樽輪（？）の専門。中途にて半良・半l説、当主福松は再び竹材販
稲松。「竹八」 売に。主に建築用材を販売、樽輸周、竹飽周も。

表7

上
層
は
都
市
ブ
ル
ジ
ョ
ア
H
地
主
と
も
い

え
る
よ
う
な
経
済
的
実
力
を
有
す
る
者
た

ち
で
あ
り
、
財
産
権
の
主
張
に
お
い
て
は

裁
判
や
議
会
へ
の
請
願
も
辞
さ
な
い
、
社

会
的

・
政
治
的
笑
力
の
持
ち
主
で
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

（3
）
新
田
地
主
と
永
小
作
人

新
田
の
地
主
と
永
小
作
人
の
そ
れ
ぞ
れ

No.I立表4と対応、。

に
つ
い
て
、
明
治
期
尼
崎
に
お
け
る
地
域

史
の
展
開
に
即
し
て
、
多
面
的
に
考
察
し
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て
き
た
。
こ
こ
で
新
城
屋
新
田
西
島
と
初

島
新
田
を
素
材
に
、
両
者
の
関
係
に
つ
い

（初｝

て
改
め
て
考
え
て
お
き
た
い
。

I尼崎郷土稔』（1916）、［尼崎現勢史』(1916）より作成。

一
八
八
三
年

（明
治

二
ハ）

一
二
月
、
新

城
屋
新
田
西
島

・
初
島
新
田
の
地
主
で
あ

る
本
咲
利

一
郎
と
巽
利
蔵
他
五
一二
名
と
小

作
人

（新
城
屋
新
田
西
島
六
六
名
、
初
島
三
四

名
）
の
聞
で
小
作
契
約
が
締
結
さ
れ
た
。
こ

れ
ら
小
作
人
の
ほ
ぼ
全
て
を
、
永
小
作
権

保
護
請
願
の
署
名
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

契
約
に
よ
る
と
、
新
田
の

「借
地
金
」
は



一
反
あ
た
り
五
斗
八
升
五
合
と
定
め
ら
れ
、

一
石
に
つ
き
現
金
五
円
二

一銭
の
石

代
相
場
に
基
づ
い
て
納
め
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
借
地
金
は

一

反
に
つ
き
お
よ
そ
三
円
と
な
り
、
こ
れ
は
こ
れ
ら
新
田
に
お
け
る
地
租
の
約
三

・

五
1
三

・
八
倍
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
新
田
に
お
け
る
伝
統
的
な
土
地
利
用
は
畑

作
で
あ
っ
た
が
、
小
作
契
約
の
形
式
は
水
田
稲
作
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
注

意
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
小
作
契
約
締
結
後
、
明
治
三
0
年
代
に
至
る
聞
の
新
田
で
は
、
こ
う
し
た
小

作
契
約
と
畑
砂
慣
行
が
両
立
し
て
い
た
。
永
小
作
人
の

一
人
で
あ
る
戎
奥
平

（初
島

新
田
）
に
対
し
て

「地
主
」
名
義
で
発
行
さ
れ
た

「作
砂
券
」一

人
点
が
現
存
し
て
い

お
r

表
面
に
は
「
作
砂
持
主

戎
奥
平
」
と
明
記
さ
れ
、
字
初
島
内
の
地
割
と
作
砂

の
面
積
が
一
不
さ
れ
て
い
る
。
地
主
が
、
戎
奥
平
の
作
砂
所
有
を
認
め
た
証
券
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
裏
面
に
は
「
此
券
ヲ
所
持
ス
ル
モ
ノ
ハ
地
主
ト
ノ
約
束
ニ
拠

ル
可
シ
、
若
シ
之
ニ
拠
ラ
ザ
ル
カ
又
ハ
借
地
料
ヲ
不
納
ス
ル
モ
ノ
ハ
此
券
無
効
タ

ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
」

「表
書
作
砂
売
買
、
譲
与
、
或
ハ
書
入
質
等
ヲ
ナ
ス
ト
キ
ハ

必
ズ
地
主
ノ
認
諾
証
印
ヲ
請
フ
ベ
シ
」
と
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
地
主
の
承

認
に
加
え
、
借
地
料
の
支
払
い
が
作
砂
権
の
有
効
を
担
保
す
る
と
い
う
仕
組
み
で
あ

大阪湾岸新団地帯の近代〔島田〕

っ
た
。
ま
た
作
砂
の
売
買
や
譲
渡
等
に
も
地
主
の
承
認
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
点
は
、
永
小
作
椛
保
護
甜
願
で
の
主
張
と
食
い
追
っ
て
い
る
。
請
願

で
は
、
地
主
が
若
干
の

「
地
盤
料
」
を
収
納
す
る
旨
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
た
が
、

地
主
と
は
無
関
係
に
永
小
作
権
の
売
買
等
が
可
能
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
実
際
に
地
主
と
永
小
作
人
と
の
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
契
約
書
と
作
砂

権
に
よ
る
と
、
小
作
契
約
の
履
行
が
地
主
に
よ
る
永
小
作
権
（
畑
砂
）
の
承
認
に
つ

な
が
っ
て
お
り
、
永
小
作
権
の
売
買
等
に
つ
い
て
も
地
主
が
自
己
の
管
理
下
に
置

く
と
い
う
関
係
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
地
主
側
か
ら
見
た
契
約
の
内
容
で
あ
る
が
、

請
願
の
主
張
は
こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
よ
う
。
請
願
が
、
永
小
作

人
側
が

一
方
的
に
権
利
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
側
面
は
否
定
で
き

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
新
田
は
本
咲
利

一
郎
と
巽
家
が
ほ
ぼ
折
半
所
有
し
て
い
た
が
、

J¥ 

九
九
年

二
一
月
に
巽
家
の
所
有
権
が
本
咲
に
移
転
し
て
い
る
。
両
新
田
を
ほ
ぼ
全

域
に
わ
た

っ
て
所
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
本
咲
は
、

一
九
O
一
年
に
至
っ

て
小
作

料
の
増
額
を
小
作
人
に
請
求
し
、
こ
れ
が
拒
否
さ
れ
る
や
神
戸
地
方
裁
判
所
民
事

部
に
提
訴
す
る
に
及
ん
だ
。
請
求
内
容
は
、

一
八
八
三
年
以
来
の
小
作
米

（宅
地
の

貸
料
も
含
む
）
価
格
五
円
二
一
銭

（石
）
を
、
明
治
三
四

l
三
八
年
度
ま
で
は
明
治

二
九
l
三
三
の
五
ヶ
年
間
の
相
場
を
平
均
し
た

一一

円
五
O
銭
（
石
）
と
し
、
明
治

三
九
年
度
以
降
は
順
次
五
ヶ
年
ご
と
に
、
そ
の
起
点
と
な
る
年
度
の
前
年
よ
り
遡

っ
た
五
ヶ
年
の
相
場
を
平
均
し
た
価
格
に
改
正
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
一
八
八
三
年
以
来
、
地
租
改
正
時
の
相
場
に
国
定
し
て
き
た
も
の
を
、
時
価

相
当
に
引
き
上
げ
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
従
来
の
小
作
契
約
は
政
府
に
よ
る
五

ヶ
年
ご
と
の
地
価
見
直
し
の
方
針
を
前
提
と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
が
廃
止
と
な
り
、

そ
の
後
米
価
が
漸
次
高
騰
し
た
た
め
、
小
作
料
の
定
め
が
不
合
理
に
な

っ
た
と
い

う
の
が
小
作
料
引
き
上
げ
の
理
由
で
あ
る
。

訴
状
は
、
提
訴
に
至
っ
た
背
景
を

「米
価
ノ
騰
貴
ニ
伴
ヒ
小
作
人
タ
ル
被
告
共
ガ

得
ル
所
ノ
収
益
ハ
昔
日
ニ
倍
程
シ
、
之
ニ
反
シ
地
主
タ
ル
原
告
カ
負
担
ス
ル
新
回
保

謹
ニ
関
ス
ル
費
用
ハ
著
シ
ク
増
加
セ
シ
モ
ノ
ナ
レ
パ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
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も
ま
た
、
水
田
稲
作
を
前
提
に
し
た
小
作
契
約
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
実
際
に
は
永
小
作
人
が
利
益
を
上
げ
た
の
は
甘
薯
生
産

を
通
じ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
貸
地
料

（小
作
料
）
が
低
く
抑
え
ら
れ

た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
、
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
後
半
で
は
「
新
田
保

護
」
の
た
め
の
地
主
の
負
担
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
実
態
は

不
明
で
あ
る
が
、
沿
岸
部
新
田
地
帯
は
風
水
害
の
被
害
を
受
け
る
こ
と
が
し
ば
し

ば
あ
り
、
堤
防
等
の
復
旧
の
際
に
地
主
が
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
費
用
を
、
従
来
の
小
作
料
で
は
負
担
し
き
れ
な
い
と

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
永
小
作
人
が
甘
薯
生
産
で
利
益
を
上
げ
る
一
方
で
、

地
主
は
低
廉
な
小
作
料
を
収
納
す
る
の
み
で
、
土
地
維
持
の
た
め
の
負
担
ば
か
り

が
重
い
、
と
い
う
の
が
地
主
側
か
ら
見
た
新
田
経
営
の
実
態
で
あ
っ
た
。

こ
の
訴
訟
が
、
永
小
作
権
保
護
請
願
の
直
後
に
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
本
稿
で

は
重
視
し
た
い
。
永
小
作
人
側
か
ら
は
財
産
機
保
護
の
た
め
の
立
法
措
置
が
請
願
さ

れ
、
地
主
側
は
永
小
作
人
に
よ
る
負
担
の
増
額
を
司
法
の
場
へ
訴
え
出
る
に
至
っ
た
。

新
田
の
所
有
・
経
営
と
永
小
作
権
を
め
ぐ
る
社
会
関
係
は
、
近
代
的
土
地
所
有
権
の

確
立
と
資
本
主
義
化
の
下
で
矛
盾
を
深
め
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
動
き
が
新
団
地

帯
に
も
た
ら
し
た
新
し
い
歴
史
展
開
に
つ
い
て
、
次
章
で
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

四

新
田
地
帯
の
工
業
開
発

永
小
作
権
保
護
を
求
め
る
請
願
書
は
、
第

一
四
回
帝
国
議
会
に
お
い
て
採
択
さ

れ
た
。
こ
の
談
会
に
は
、
尼
崎
の
他
に
も
高
知
県
と
愛
知
県
の
、
水
小
作
人
よ
り
、

永
小
作
権
保
護
及
び
民
法
第
二
百
七
十
八
条
修
正
の
請
願
が
提
出
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
を
背
景
と
し
て
こ
の
議
会
で
は
、
民
法
施
行
法
中
改
正
法
律
案
も
成
立
し
、

民
法
施
行
法
第
四
十
七
条
に
第
三
項
が
追
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
追
加
条
項

は
、
民
法
実
施
後
五
O
年
が
経
過
し
た
と
き
の
、

永
小
作
権
消
滅
請
求

（有
償
）
の

優
先
権
を
地
主
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
に
地
主
が
そ
の
権
利
を
放
棄
す

る
か
、
あ
る
い
は
権
利
を

一
年
間
行
使
し
な
い
場
合
、
永
小
作
人
は
地
主
か
ら
所

（お）

有
権
を
買
い
取
る
こ
と
を
要
す
る
、
と
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
は
、

五
O
年
後
に
お

け
る
権
利
消
滅
時
の
財
産
権
保
護
を
謡
う
も
の
で
あ
る
が
、
請
願
者
の
期
待
に
応

え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
小
作
料
増
額
請
求
訴
訟
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
明
ら
か
に
で

き
て
い
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
二
つ

の
動
き
の
直
後
に
新
田
の
所
有
権
上
に
生
じ

る
変
化
が
、
そ
の
帰
結
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
請
願
と
提
訴
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を
経
た
後
の
、
尼
崎
地
域
で
の
動
き
を
見
て
い
く
。

（1
）
売
却
さ
れ
る
新
田

第

一
に
、

新
田
の
売
却
に
注
目
す
る
。
新
城
屋
・
東
高
洲
・
初
烏
新
聞
の
所
有
権

移
転
状
況
を
サ
ン
プ
ル
的
に
表
8
に
整
理
し
た
。
ま
ず
新
城
屋
新
田
に
つ
い
て
考
え

て
み
よ
う
。
こ
の
新
田
は
本
咲
利

一
郎
と
巽
家
の
持
ち
合
い
で
あ
っ
た
が
、

一
八
九

九
年

（明
治
三
二
）
一
一
一
月
に
巽
家
分
は
す
べ
て
本
咲
に
所
有
権
が
移
転
し
て
い
る

（事
情
は
不
明
で
あ
る
）。

続
い
て
一
九
O
二
1
0五
年
に
か
け
て
、
新
田
は

一
筆
ず

つ
個
人
に
売
却
さ
れ
て
ゆ
く
。
売
却
先
の
ほ
と
ん
ど
は
永
小
作
人
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
、
南
橋
詰

一
O
八
番
と
、
四
方
井
路
六
八
番
に
注
目
し
た
い
。
請
願
参
考
書
に
は

地
租
改
正
後
、

一
八
八
七
年
に
至
る
期
間
の
畑
砂
売
却
証
券
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、



大阪湾岸新田地帯の近代〔烏回〕

表8 土地所有権の変遷

①台帳作成時点の地籍 ②M32.12 ③M32以降所有権移転

十｛ 地番 畝 歩 地価 所有者 契『本咲 移転年月日と所有者

293 13 6 39.600 巽リツ→ヲヰ隆蔵 。M35.12.10寺本よね→M37.3.26林太平

316 12 9 36.900 巽リツ→~隆蔵 。M35.12.17林嘉平

新城屋碇 303 15 21 47.100 巽リツ→奨隆蔵 。M35.12.22吉井久次郎

角 311 10 14 31.400 本咲利一郎 M35.12.2武田太平

312 IO 18 31.800 巽リツ→爽隆量産 。M35.12.10利倉亀吉

299 11 24 35.400 巽リツ→巽隆蔵 。M35.1222標本武平『M36.ll.2樫本たつ

366 12 0 36.000 巽リツ→巽隆量産 。M35.12.16吉井市治郎

382 13 10 40.000 巽リツ→巽隆蔵 。M36.3.10吉井久次郎

383 16 6 48.600 本咲利一郎 M35.12.2大島安次郎

新城屋碇 390 17 19 52.900 本咲利一郎 M35.12.16荒井種古

角外 392 16 29 50.900 巽リツ→巽隆蔵 。M35.12.16今井幾太郎

393 12 1 36.100 本咲利一郎 M35.12.2~黒田勝吉

386 11 21 35.100 本咲利一郎 M35.12.10林菊松

388 11 11 34.100 本咲利一郎 M35.12.2林太平

新城屋煎
399 18 12 55.200 巽リツ→巽隆it 。M35.12.2終太平

屋義
400 13 4 39.400 本咲利一郎 M35.12.4梶うの→M39.11.22村上弥量産

401 11 1 33.100 巽リツ→巽隆践 。M35.12.2林太平

66 27 17 87.282 本咲利一郎 M38.5.3北方惣助

68 12 17 39.789 本咲利一郎 M38.4.ll櫛谷為三郎

新城屋四 69 18 6 57.625 巽リツ→3~隆蔵 。M38.4.25上村新三郎

方弁路 73 12 20 40.106 巽リツ→雪量隆蔵 。M38.5.3北方惣助

77 21 15 68.074 巽リツ→巽隆量産 。M38.5.3~じ方惣助

86 20 25 65.963 本咲利一郎 M38.5.3北方惣助

105 11 4 35.151 巽リツ→巽経a 。M38.5.3本聞かし

107 12 27 40.844 本咲利一郎 M38.4.25弓場孝吉

新城屋南 108 10 14 33.140 巽リツ→巽隆蔵 。M38.4.11生野伊助

橋詰 110 36 8 114.829 巽リツ→巽隆成 。M38.5.3北方惣助

112 14 7 45.066 本咲利一郎 M38.5.3本田かし

114 18 22 59.314 本咲利一郎 M38.4.ll北方高蔵

134 21 5 67.019 本咲利一郎 M38.5.3北方久吉

136 14 7 45.侃6 巽リツ→巽隆蔵 。M38.5.3七松寅三郎

139 13 0 41.161 本咲;f!J－郎 M38.623八木種治郎→M38.12.30梶総之助他
新城屋西 140 16 10 51.715 巽リツ→巽降量産 。M38.5.3松本久五郎
烏水尾

141 20 15 64.卯8 巽リツ→巽隆蔵 。M38.4.ll北方74蔵
142 15 0 47.493 本咲利一郎 M38.5.3松本久吉

143 20 12 64.591 本咲利ー自II M38.4.ll野口太三郎

61 17 3 51.279 本咲利一郎 M38.4.25黒間藤吉

62 20 5 60.476 本咲利一郎 M38.4.251:¥¥回藤吉

63 14 3 42.283 本咲利一郎 M38.5.3樽谷巳之助
来高決iム 64 12 4 36.385 本咲利一郎 M38.4.25荒井観音

ノ寄j
65 13 0 38.984 本咲利一郎 M38.5.3梅湾常吉

66 23 15 70.472 本咲利一郎 M38.4.17大島磁吉

67 11 4 33.387 本咲利一郎 M38.4.ll吉田喜人

180 17 13 61.602 本咲利一郎 M34.12.27高岡亀吉

182 15 11 54.300 巽リツ→巽降車E 。M34.12.27西山安殺

189 10 11 36.632 巽リツ→興隆磁 。M34.12.27大塚由り→M40.2.15竹末朗使、

190 15 17 55.006 巽リツ→3il隆. 。M34.12.27矢野文次

初島ヌノ 191 17 26 63.134 巽リツ→巽隆蔵 。M34.12.27山口新五郎

劉 194 10 8 36.278 巽リツ→巽隆蔵 。M34.12.27芦湾弥蔵→M37.12.31芦探すゑ

202 12 0 42.403 巽リツ→巽E量殺 。M34.12.27矢野文次

209 19 26 70201 巽リツ→巽隆員長 。M34.12.27井上駒吉

212 14 27 52.651 本咲llJ－郎 M34.12.27矢野安吉→矢野新次郎→高岡亀吉

214 17 3 60.425 本咲利一郎 （不明）梶潟太郎

神戸地方法務局尼崎支部所蔵の土地台般から作成。

地目が畑である面積1反以上の土地を掲載した。また明治30-40年代に見られる分鋒・合mは省略した。

「M32鵡願」欄のOは氏名が一致、ムは同姓、×は該当者がいないことを示す。
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M321f願
③工業資本

ム→O。。。。
O→A 。。 M40 

ム 旭硝子。
x 。。。。

6.→× 。。。。。。 M40 。日本醤油醸造

6. 

× 住友伸鋼鋼管。。
ム

ム。
× M40 

6.－・6. 日本音書油酸造

ム

ム。日本電線製造。。。。 M40 
大阪セメント。。 谷口房蔵

6. 

× 。。
0→× 

6. 

ム M40 

O→O ＊亜セメント

6. 。
o－ム→O。
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前
者
は
第

一
号
文
書
に
、
後
者
は
第
六
号
文
書
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
区
画
に
該
当

す
る
の
で
あ
る
。
第
一
号
文
昏
に
よ
っ
て
、
畑
砂

一
反

一
四
歩
を
代
金
九
O
円
で
大

江
ま
つ
か
ら
譲
り
渡
さ
れ
た
の
は
生
野
伊
助
で
あ
っ
た
。
生
野
は
請
願
に
署
名
し
た

永
小
作
人
で
あ
る
。
そ
し
て

一
九
O
五
年
四
月

一一

日
付
で
、
こ
の
区
画
の
土
地
所

有
権
の
生
野
へ
の
移
転
が
登
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
六
号
文
書
も
同
様
で

あ
り
、
樽
谷
清
九
郎
が
畑
砂
を
所
有
し
て
い
た
土
地
の
所
有
権
が
樽
谷
為
三
郎
（
親

族
と
思
わ
れ
る
）
に
移
転
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

一
九
O
二
年
l

O
五
年
の
土
地
所

有
権
移
転
は
、
永
小
作
人
が
畑
砂
を
所
有
し
て
い
た
土
地
の
所
有
権
そ
の
も
の
を
狼

得
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
永
小
作
権
と
小
作
契

約
の
双
方
が
解
消
す
る
こ
と
に
・
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
財
産
権
保
護
の
実

質
的
な
実
現
で
あ
る
と
同
時
に
、
小
作
料
補
額
請
求
訴
訟
の
決
着
の
つ
け
方
で
も

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
同
様
の
動
き
が
、
東
高
洲
新
田
と
初
島
新
田

で
も
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
新
団
地
帯
の
う
ち
、
土
地
所
有
権
の
移
転
パ
タ
l

ン
か
ら
見
た
第
一
グ
ル
ー
プ
に
共
通
す
る
特
徴
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
て
実
現
し
た
、
元

・
永
小
作
人
に
よ
る
新
田
の
細
分
化
さ
れ
た
所
有
は
、

し
か
し
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
新
田
は
、
数
十
筆
単
位
で
合
筆
さ
れ
、

尼
崎
沿
岸
部
に
工
場
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
工
業
資
本
へ
と
、
そ
の
所
有
権
が
い

っ
せ
い
に
移
転
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
新
城
屋
新
聞
の
う
ち
、
字
碇
角

ほ
か
の
土
地
は

一
九
O
七
年
に
旭
硝
子
（
三
菱
系
）
に
所
有
権
が
移
転
す
る
。
ま
た

同
字
四
方
弁
路
ほ
か
の
土
地
は
、
同
年
に
日
本
醤
油
醸
造
会
社
へ
所
有
権
が
移
転

す
る
が

（同
工
場
は
二
年
後
に
焼
失
し
て
し
ま
う
）、

若
干
の
変
避
を
経
て
住
友
仰
銅

鋼
管
の
所
有
地
と
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
れ
ら
の
工
場
は
、
阪
神
工
業
地
帯
の
重
要
な

一
角
を
な
す
尼
崎
の
中
で
も
基
幹
的
な
大
経
営
と
し
て
、
そ
の
後
の
尼
崎
地
域
の

あ
り
方
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
ゆ
く
。
新
団
地
帯
の
永
小
作
権
解
消
、
所
有

権
の
移
転
は
、
尼
崎
を
近
代
工
業
都
市
へ
と
向
か
わ
せ
る
基
底
的
な
条
件
整
備
と

し
て
の
意
義
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。

（2
）
土
地
会
社
の
登
場

次
に
、
土
地
会
社
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一
九
一
九
年

（大
正
八
）
年
七
月
、
尼

崎
土
地

（株
）
が
設
立
さ
れ
る
。
設
立
登
記
に
よ
る
と
、
同
社
は

「兵
庫
県
尼
崎
市

大
洲
村
字
東
浜
及
岡
村
西
高
洲
ニ
於
ケ
ル
土
地
建
物
ノ
所
有
、
売
買
、
賃
貸
借
及

土
地
ノ
開
拓
、
利
用
、
運
河
ノ
開
襲
、
港
湾
ノ
修
築
並
ニ
建
物
ノ
造
営
」
を
目
的

（

M
V
 

と
し
て
い
た
。
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（お｝

宣
伝
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る
と
、
同
社
が
経
営
地
と
す
る
の
は
、
西
高
洲
新

回

・
東
浜
新
田
の
一
四
二
、
0
0
0余
坪
で
あ
っ
た
。
こ
の
史
料
で
は
、
都
市
計

画
上
の
工
業
区
域
に
適
し
た
経
営
地
の
立
地
環
境
が
紹
介
さ
れ
た
後
で
、
会
社
設

立
の
歴
史
的
経
緯
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
土
地
に
は
、
尼
崎
に
お
け
る
工
業
化
の

初
期
以
来
、
企
業
家
が
関
心
を
寄
せ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
地
主
と
永
小
作
権
者
の

紛
争
が
あ
り
、
容
易
に
処
分
で
き
ぬ
ま
ま
甘
藷
畑
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
。
し
か

し
尼
崎
市

（一

九
三
ハ
年
市
制
施
行
）
が
本
格
的
に
工
業
都
市
化
す
る
に
際
し
、
こ
の

土
地
を
従
来
の
ま
ま
放
置
す
る
の
は
市
の
繁
栄
に
つ
な
が
ら
な
い
と
し
て

「当
事

者
が
奉
公
的
自
覚
」
を
持
っ
て
宿
年
の
紛
識
を

一
気
に
解
決
し
、
会
社
設
立
に
こ

ぎ
着
け
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
社
は
阪
神
電
鉄
や
日
本
電
力
に
発
電
所
敷
地

を
供
給
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
臨
海
部
工
業
地
帯
の
建
設
に
つ
な
が



尼崎土地の株主

地域 人数 株数

尼崎市 59 12980 

神戸市 54 77870 

武庫郡 16 6950 

大阪市 5 770 

川辺郡 3 170 

その他 8 1260 

合計 145 100000 

表9

出典は袋10に同じ。

る
土
地
会
祉
を
設
立
す
る
た
め
に
は
、
永

小
作
権
の
解
消
が
前
提
条
件
で
あ
っ
た
。

西
高
洲
新
田
は
、
明
治
二
0
年
代
に
は

尼崎土地 ・尼崎市居住株主の集約

株数 氏 名

1320 梶鶴之助

1230 樫本武平

1060 林太平

900 櫛谷為二郎

650 林務平林菊松

600 繁益重蔵

570 林俊一

540 黒田普二郎

400 奥田吉右衛門

310 樫本軍再平

300 黒田喜蔵

250 竹間消七

250 松本健次

250 由良熊之助

200 吉井利治藤井藤吉 阪本磁兵衛

150 林喜蔵岡部宗介武田太二郎

JM田字三郎木原丑松 由良きょ

110 杉原ジユウ

100 井j事忠平林長次郎奥野庄七

柄谷定吉岡中七平 松本久五郎

寺本よね 狭川良一 庄司郎三郎

下村総松森島ヨシエ

90 黒田亀之助

80 回中卯之助松本常蔵

75 襖井忠剛

70 林治ニ！＇！ II 北方惣助

60 水堂為次郎

50 大滞禰一郎 野口太ニ自II il原太辰蔵

平久吉 水堂いわ

35 山中消五郎

30 碇福松 中西市平

20 稲垣岩松友田if!.二郎中村七太郎

八木角之助

10 林寅次郎新熊八十吉 山田fC!.二郎

朝国自軍兵衛

表10

秋
岡
治
郎
作
と
橋
本
新
右
衛
門
（
川
辺
郡
七
松
村
の
庄
屋
家
）
が
共
有
し
て
い
た
が
、
一

以
上
を
ま
と
め
て
お
く
。
お
そ
ら
く
尼
崎
に
お
け
る
工
業
化
初
期
、
す
な
わ
ち

と
評
価
さ
れ
る
内
容
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

九
O
五
年
に
秋
岡
政
治
郎
が
こ
れ
を
相
続
、

一
九
一
九
年
に
尼
崎
土
地
へ
売
却
し
て

い
る
。
東
浜
新
田
も
ほ
ぼ
同
様
に
、
土
地
所
有
権
の
移
転
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
こ

明
治
二
0
年
代
以
来
、
尼
崎
の
新
田
地
帯
は
工
業
用
地
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い

れ
ら
新
田
の
領
域
に
お
い
て
も
永
小
作
織
を
主
張
す
る
者

（そ
の
中
心
は
西
高
洲
新
地

た
。
し
か
し
工
業
用
地
と
し
て
開
発
を
す
す
め
る
上
で
、
永
小
作
権
の
存
在
が
土

の
下
作
人
に
系
絡
を
有
す
る
者
）
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
解
消
さ
れ
た
こ
と
で
、
土
地

地
所
有
者
に
と

っ
て
極
格
と
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
ま
た
地
主
と
永
小
作
人
の
関
係

会
社
の
設
立
と
工
業
開
発
に
向
け
た
土
地
の
運
用
が
実
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。

も
、
小
作
契
約
を
め
ぐ
っ
て
矛
盾
を
深
め
つ
つ
あ
っ
た
。
永
小
作
権
保
護
請
願
と

大阪湾岸新団地帯の近代〔島田〕

興
味
深
い
の
は
、
永
小
作
権
者
と
土
地
会
社
の
関
わ
り
で
あ
る
。
表
9
と
表
叩

来
事
で
あ
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
訴
訟
を
直
接
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
ま
ず
地
主
本

小
作
料
改
正
請
求
訴
訟
は
両
者
の
矛
盾
し
た
関
係
を
表
現
す
る
こ
つ
の
大
き
な
出

一
九
二
三
年

一
一
月
時
点
の
同
社
の
株
主
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。
同
社
は
社

長
南
郷
三
郎
を
は
じ
め
、
神
戸
の
資
本
に
よ

っ
て
設
立
さ
れ
た
と
い
う
性
格
が
強

咲
が
永
小
作
人
に
椛
利
保
有
地
の
所
有
権
を
売
り
渡
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
第

い
が
、
株
主
に
は
尼
崎
の
永
小
作
人

（繭
願
署
名
者
）
、
ま
た
は
そ
の
子
孫
と
思
わ

一
グ
ル
ー
プ
に
見
ら
れ
た
動
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
二
グ
ル
ー
プ
は
や
や

れ
る
者
が
多
数
名
を
連
ね
て
い
る
。
か
れ
ら
の
動
向
は
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
が
、

解
決
が
遅
れ
た
よ
う
だ
が
、
尼
崎
の
重
化
学
工
業
化
が
始
ま
る
第

一
次
大
戦
期
に

お
そ
ら
く
永
小
作
権
の
解
消
（
放
棄
）
と
引
き
換
え
に
、
株
主
と
し
て
同
社
に
投
資

至
っ
て
土
地
会
社
を
設
立
し
、
永
小
作
人
に
投
資
さ
せ
る
と
い
う
形
で
決
着
が
つ

す
る
道
が
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
奉
公
的
自
覚
」
を
以
て
行
動
し
た

け
ら
れ
た
。

尼崎土地会社『自大正十一年十二月一日至大正十二
年十一月三十日 第四期営業報告白jより作成。
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永
小
作
権
解
消
の
道
筋
が
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
で
異
な
っ
た
の
は
地
主
の
個
性
に

も
よ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
新
田
の
工
業
用
地
へ
の
転
換
に
永
小
作
人
を
介

在
さ
せ
て
い
る
点
に
最
大
の
、
そ
し
て
共
通
し
た
特
徴
が
あ
る
。

一
連
の
経
過
は
、

永
小
作
権
と
小
作
契
約
を
め
ぐ
る
地
主

・
永
小
作
人
間
の
矛
盾
を
、

工
業
化
に
伴

う
利
益
配
分
を
永
小
作
人
側
に
も
も
た
ら
す
こ
と
で
解
決
へ
と
導
か
れ
た
も
の
と
、

捉
え
ら
れ
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

石
川
道
子
は
、
近
世
尼
崎
に
お
け
る
江
戸
税
み
酒
造
業
が
関
連
諸
産
業
に
及
ぼ

す
経
済
効
果
の
大
き
さ
に
加
え
、
酒
造
業
者
が
「
城
下
の
有
力
商
人
と
し
て
、
新
回

開
発
や
落
札
の
名
義
人
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
尼
崎
町
の
あ
り
方
を
検
討

（お｝

す
る
上
で
も
見
逃
せ
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
近
世
尼
崎
に
お
け
る
有
力
商
人

に
よ
る
経
済
活
動
を
多
面
的
に
分
析
す
る
こ
と
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け

だ
が
、
本
論
も
新
田
の
経
営
と
い
う
側
面
で
接
点
を
持
つ
。
そ
し
て
本
論
の
分
析
を

踏
ま
え
る
と
、
こ
の
指
摘
の
持
つ
射
程
を
さ
ら
に
延
長
さ
せ
う
る
で
あ
ろ
う
。

二
つ
の
角
度
か
ら
整
理
し
て
お
き
た
い
。
ひ
と
つ
は
、
上
記
有
力
商
人
と
分
か

ち
が
た
く
関
係
を
取
り
結
ん
だ
下
作
人
H
永
小
作
人
の
実
態
に
こ
だ
わ
り
、
分
析

す
る
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
新
団
地
帯
で
の
農
業
の
実
態
や
、
商

工
業
者
と
新
回
開
発
及
び
権
利
保
有
の
関
係
と
い
っ
た
論
点
を
考
察
し
た
。
史
料

面
で
の
限
界
も
あ
り
実
態
の
全
面
的
な
解
明
に
は
及
ば
な
か
っ
た
が
、
農
業
に
従

事
し
た
永
小
作
人
だ
け
で
は
な
く
、
権
利
保
有
者
と
直
接
耕
作
者
の
存
在
を
想
定

し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
新
田
経
営
を
め
ぐ
る
社
会
的
諸
問

係
を
、
明
治
期
ま
で
を
見
通
し
て
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
尼
崎
沿
岸
部
の
新
田

地
帯
と
い
う
個
性
を
持
っ
た
地
域
が
、
明
治
国
家
に
よ
る
近
代
的
土
地
所
有
権
の

確
立
過
程
で
ど
の
よ
う
に
再
編
さ
れ
て
ゆ
く
の
か
、
資
本
主
義
形
成
の
過
程
で
新

回
を
め
ぐ
る
社
会
的
諸
関
係
が
ど
の
よ
う
な
相
貌
を
以
て
表
面
化
し
て
く
る
の
か
、

と
い
っ
た
論
点
が
見
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
分
析
を
通
じ
て
、
新
田
と
い
う
近
世

に
お
け
る
開
発
の
産
物
を
め
ぐ
る
社
会
的
諸
関
係
が
尼
崎
地
域
に
深
く
広
く
根
を

張
り
、
そ
れ
が
明
治
期
に
至
る
ま
で
地
域
を
特
徴
づ
け
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
近
世
・
近
代
移
行
期
の
尼
崎
地
域
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
本

論
で
取
り
上
げ
た
諸
論
点
を
欠
か
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
論
で
は
、
地
租
改
正
後
も
地
域
で
認
知
さ
れ
て
き
た
近
世
以
来
の
永
小
作
権

が
、
地
域
に
お
け
る
資
本
主
義
の
確
立
過
程
で
そ
の
矛
盾
を
顕
在
化
さ
せ
は
じ
め
、
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民
法
制
定
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
永
小
作
権
保
護
請
願
と
、
小
作
料
を
め
ぐ
る

紛
争
が
契
機
と
な
っ
て
、
工
業
開
発
に
向
け
た
条
件
整
備
を
可
能
に
す
る
方
向
性
の

下
で
伝
統
的
社
会
関
係
が
再
編
さ
れ
て
ゆ
く
、
と
い
う
見
通
し
を
描
い
た
。
こ
う
し

た
再
編
を
決
定
づ
け
た
の
は
、
成
長
し
つ
つ
あ
る
都
市
ブ
ル
ジ
ョ
ア
H
地
主
の
工
業

開
発
へ
の
期
待
と
、
永
小
作
人
の
財
産
権
確
保
へ
の
欲
求
で
あ
っ
た
。
近
代
的
国
家

体
制
の
整
備

（地
租
改
正
か
ら
民
法
制
定
に
至
る
）
と
資
本
主
義
形
成
の
下
、
永
小
作
権

を
め
ぐ
る
地
域
固
有
の
慣
行
は
次
第
に
維
持
困
難
と
な
り
、
矛
盾
が
紛
争
と
な
っ

て
表
面
化
す
る
に
至
っ
た
。
両
者
が
受
け
入
れ
可
能
な
解
決
策
が
、
本
論
で
見
た

と
お
り
、

新
聞
の
所
有
権
移
転
や
土
地
会
社
の
設
立
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
う
し
て
都
市
ブ
ル
ジ
ョ
ア
H
地
主
は
、
永
小
作
人
を
介
在
さ
せ
つ
つ
、
尼

崎
へ
の
工
業
資
本
進
出
の
条
件
を
整
備
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。



こ
れ
以
後
の
尼
崎
地
域
で
は
、
尼
崎
築
港
会
社

（浅
野
系
）
に
よ
る
、
武
庫
郡
大

庄
村
の
沿
岸
部
新
団
地
帯
に
及
ぶ
大
規
模
港
湾
開
発
と
、
室
戸
台
風
後
の
災
害
復

輿
土
地
区
画
整
理
事
業
（
こ
の
過
程
で
甘
薯
生
産
は
絶
滅
す
る
）
を
経
て
、
沿
岸
部
に

重
化
学
工
業
地
帯
の
本
格
的
な
形
成
が
達
成
さ
れ
て
ゆ
く
。
本
論
は
近
世
に
は
じ

ま
り
、
工
業
化
の
端
緒
ま
で
を
対
象
と
す
る
が
、
阪
神
工
業
地
帯
の
形
成
過
程
を

長
期
的
視
点
で
把
握
す
る
上
で
の
基
礎
部
分
を
な
す
も
の
と
考
え
る
。

大阪湾岸新団地帯の近代〔島田〕

｛註
】

（
1
）
森
杉
夫
「
新
田
農
民
の
成
長

l
泉
州
松
屋
新
田
に
お
け
る
場
合
｜
」

要
』
第
二
巻
、一

九
五
四
年
、
所
収
。

（
2
）
丹
羽
邦
男
『
形
成
期
の
明
治
地
主
制
』
塙
笹
一
房
、
一
九
六
四
年
。

（3
）
川
井
健
『
民
法
判
例
と
時
代
思
潮
』
日
本
評
論
社
、
一
九
八
一
年
。

（4
）
中
嶋
節
子
「
近
代
大
阪
の
都
市
地
主
」
鈴
木
博
之
他
編

『シ
リ
ー
ズ
都
市

・
建
築
・

歴
史
7
近
代
と
は
何
か
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二

O
O五
年
、
所
収
。
名
武
な
つ

紀

「戦
前
期
に
お
け
る
大
阪
の
都
市
形
成
と
住
友
大
阪
北
港
株
式
会
社
を
中
心
に

｜
」
「
住
友
史
料
館
報
』
第
三
人
号
、

ニ
O
O七
年
、
所
収
。

（5
）

『
尼
崎
市
史
』
第
三
巻
（
山
崎
隆
三
執
鋒
）
、

一
九
七
O
年
。
熊
谷
閲
作

「民
法
実

施
当
時
の
尼
崎
の
上
砂
慣
行
」
尼
崎
市
立
地
減
研
究
史
料
館
紀
要

『地
域
史
研
究
」

第
九
巻
第
二
号
（
通
巻
二
六
号
）

、

一
九
七
九
年
一

O
月
、
所
収
（
の
ち
熊
谷

『日

本
の
近
代
化
と
土
地
法
』
日
本
評
論
社
、

一
九
八
八
年
に
収
録
）。

市
川
真

一
「地

主
制
の
擁
立
と
尼
崎
臨
海
部
の
工
業
用
地
化
に
つ
い
て
」
尼
崎
都
市

・
自
治
体
問
題

研
究
所
編
集

『ベ
イ
エ
リ
ア
は
誰
の
も
の
か
』
自
治
体
研
究
社
、

一
九
九
四
年
、
所

収
。

（6
）
町
田
哲
「
坂
本
新
田
の
成
立
と
構
造
」
岡

『近
世
和
泉
の
地
域
社
会
構
造
』
山
川
出

版
社
、
ニ
O
O四
、
所
収
。

（7
）
若
林
泰
「
個
人
前
新
田
金
融
に
関
す
る
こ
、
三
の
史
料
｜
尼
崎
新
城
屋
新
田
の
場
合

ー」

『地
域
史
研
究
」
第
三
巻
二
号
（
通
巻
八
号
）
、

一
九
七
三
年
一

O
月
、
所
収
。

「浪
速
大
学
紀

作
道
洋
太
・
郎

「泉
屋
利
兵
衛
の
系
譜
と
創
業
」

巻
九
号
）
、
一
九
七
四
年
二
月
、
所
収
。

（8
）

川
辺
郡
寺
本
村
前
田
宗
五
郎
家
文
書

（
尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
所
蔵
）
及
び

解
題
（
史
料
館
作
成
）
に
よ
る
。

（9
）
同
前
。

（
m）
『
尼
崎
市
史
』
第
六
巻

（
一
九
七
七
年
）
五

一
O
｜
五

一
一一貝
、
五
二
O
｜
五
二
一

頁。

（日
）
梶
広
子
氏
文
書
（
尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
所
蔵
）
の
う
ち

「中
在
家
町
町
絵
図
」

（慶
応
二
年
）

を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
も
の
。
中
在
家
町
絵
図
復
元
グ
ル
ー
プ
「
中

在
家
町
町
並
み
絵
図
の
復
元
」

（『
地
域
史
研
究
』
第
三

一
巻
第
二
号
（
通
巻
九
二

号）

、
二
O
O
一
年
一

二
月
、
所
収
）
を
参
照
。

（
立
）
こ
の
他
、
鍋
屋
甚
右
衛
門
、
直
場
屋
士
口
右
衛
門
（
魚
問
屋
）
、
飽
屋
喜
兵
衛
、
畑
中
屋
甚

八
（
魚
問
屋
）
、
泉
屋
忠
七
、
泉
屋
弥
兵
衛
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
他
、
新
田
屋
、
碇

屋
（
魚
問
屋
）、

鳴
尾
屋
、
樽
屋
、
竹
屋
な
ど
屋
号
だ
け
が

一
致
す
る
者
も
あ
る
。

（日）

前
掲

『尼
崎
市
史
』
第
六
巻
、
四
九
四
｜
四
九
八
頁
。

（M）

『尼
崎
市
史
』
第
二
巻
（
一
九
六
八
年
、
八
木
哲
浩
執
筆
部
分
）
、
一
ム
ハ
七

l
一
七

五
頁
。

（M
M
）
前
掲

『尼
崎
市
史
」
第
二
巻、

一
七
一
一
員
。

（凶
）
こ
う
し
た
傾
向
は

一
八
八
五
年

（明
治
一
八
年
）

測
訟
の
地
形
図
で
も
確
認
で
き
る
。

た
だ
し
、
本
論
で
指
摘
し
た
浜
手
側
に
向
か
っ
た
膨
張
の
ほ
か
、
町
域
の
西
側
に
も

市
街
地
が
膨
張
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
慶
応
二
年
中
在
家
町
復
元

図
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

（げ
）
前
掲
『
尼
崎
市
史
』
第
六
巻
、
四
九

一
｜
四
九
二
頁。

（川崎
）
「
明
治
三
十
二
年
公
文
雑
纂

三
十
五
建
議
二
」

（国
立
公
文
書
館
所
蔵
）
所
収
。

「尼
崎
市
史
」
第
七
巻

（一

九
七
六
年
）
に
翻
刻
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
四

一
八
｜

四
二
O
頁
）
。
な
お
末
尾
に
は
合
計
二
一

O
名
の
署
名
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
翻
刻
が

省
略
さ
れ
て
い
る

（本
論
表
4
を
参
照
）

。

（ゆ
）
一
八
八
O
年
、
郡
区
町
村
編
制
法
に
基
づ
い
て
大
洲
村
が
成
立
、

川
辺
郡
沿
岸
部
の

新
田
地
帯
を
領
域
と
し
た
。
町
村
制
施
行
に
伴
い
、
例
え
ば
「
川
辺
郡
尼
崎
町
ノ
内

『地
域
史
研
究
』
第
三
巻
第
三
号
（
通
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大
洲
村
字
初
烏
」
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。

（初
）
注

（児
）
に
同
じ
。

（
幻
）
前
掲

『尼
崎
市
史
』
第
六
巻
、
四
八
八
頁
。

（辺
）
同
前
、
四
七
六
頁
。

（お
）
神
戸
地
方
法
務
局
尼
崎
支
部
所
歳
。

（担
）
小
野
武
夫
が
著
書

『永
小
作
論
』

（
巌
松
堂
、

一
九
二
四
年
。

一
一一
一一
一｜

一
一一
二三
頁）

で
法
典
調
査
会
保
管
文
書
の
一
点
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
の
が
、
第
三
号
文
書
に
あ

た
る
。
熊
谷
前
掲
論
文
も
参
照
。

（お
）
前
掲

「尼
崎
市
史
』
第
三
巻
、
一
九
一

一

一
一
一
四
頁
。
山
崎
隆
三

「尼
崎
地
方
の
都

市
・
農
村
に
お
け
る
土
地
所
有
の
変
遷
土
地
台
帳
の
整
理
資
料
を
中
心
と
し
て
｜
L

『地
域
史
研
究
」
第
九
巻
第
三
号

（通
巻
二
七
号
）
、
一
九
八
O
年
三
月
。

（お
）

『明
治
三
十
四
年
兵
庫
県
川
辺
郡
統
計
書
」
に
よ
る
。

（幻
）
尼
い
も
ク
ラ
ブ
企
画

・
編
集

『尼
い
も
の
本
」

（第
1
巻
絶
滅
編

〈増
補
版
〉
、
一
一

0
0
三
年
）
に
は
、
初
島
・
新
城
屋

・
武
庫
郡
道
意
新
田
等
で
甘
薯
生
産
に
携
わ
っ

た
人
々
か
ら
の
聞
き
書
き

（聞
き
手
は
井
上
覧
理
子
・
横
山
澄
男
・
榎
本
利
明
）
が

収
録
さ
れ
て
い
る
。
特
に
矢
野
賢
氏

（一

九
一
四
年
生
ま
れ
、
初
島
）
、
戎
市
郎
氏

（
一
九
三
三
年
生
ま
れ
、
初
島
）
、
西
川
た
ね
氏

（
一
九
二
五
年
生
ま
れ
、
新
城
屋
。

旧
姓
八
木
）
は
永
小
作
人
に
系
譜
を
有
す
る
人
々
と
判
断
さ
れ
る
。

（お
）
こ
の
他
に

（武
庫
郡
）
道
意
組
、
（
西
成
郡
）
布
屋
組
が
あ
っ
た
。
『
尼
崎
市
史
』

第
七
巻
、
四
O
一一｜
四
O
四
頁
。

（却
）

「明
治
四
拾
年
度
大
高
洲
新
田
貸
地
料
納
金
小
作
名
簿
」

（尼
崎
耕
地
部
文
書
、

尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
所
蔵
）。

（
ω）
「
小
作
米
価
格
改
正
請
求
訴
状
」
（
戎
市
郎
氏
文
舎
、
尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館

所
蔵
）
。

（担
）
戎
市
郎
氏
文
書

（同
前
）。

（認
）
注

（初
）
に
同
じ
。

（お
）

『大
日
本
帝
国
議
会
誌
』
第
五
巻
、

一
九
一
一七
年
。

（弘
）

「
尼
崎
土
地
会
社
設
立
登
記

〈複
製
〉
」
（
尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
所
蔵
）。

（お
）

『尼
崎
市
と
尼
土
地
』
尼
崎
土
地
株
式
会
社
、
一
九
二
二
年、

一
七
l
一
九
頁
。

（お
）
石
川
道
子

「尼
崎
城
下
の
江
戸
稲
み
酒
造
業
」

O
一
O
年
九
月
、

二
五
頁
。

『地
域
史
研
究
』
第

一
一
O
号
、
二

（桃
山
学
院
大
学
）
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